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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２４年１１月１９日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時１８分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 大澤千恵子 副委員長 柴田繁勝  委　　員 川端福江

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博　　　　

教育総務部長　登阪　弘　　総務課長　岩見賢一郎　　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策　　　教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘 教育推進課長　撰田裕美 児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆 同部次長兼文化スポーツ課長　布川　博

生涯学習課長　柳瀬哲宏 同課長代理　辻　稔秀

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

認定第１号　平成２３年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時１分　開会）

○大澤千恵子委員長　ただいまから文教

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。

　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　おはようございます。

　私の質問というのは、大体皆さん、わ

かってはると思うんですけれども、継続

は力なりじゃないんやけれど、前回の予

算審査に引き続いて、ずっと継続的に質

問させていただきたいと思います。

　まず、歳入から質問します。

　これも、以前に質問しましたが、学校

体育施設について、さまざまな団体が日

常のサークル活動を行っておられるわけ

ですけれど、その団体によっては非常に

月謝が高いところや、安いところや、そ

れぞれの団体によって、それぞれの事情

があるとは思いますが、非常に差がある

わけです。

　小学校施設を使うということで、使用

料等の減免等は、皆統一しておるわけで

あって、そういう面で、私は低価格でボ

ランティア的な精神を持ってサークル活

動に臨むべきじゃないかということで、

サークルの利用者の月謝を統一したらと

いうことで一遍、質問させていただきま

したが、その件に関してはどのようにな

りましたか。お聞かせ願いたいと思いま

す。

　次に温水プールですけれど、市民の皆

さんから、二、三人の方から、温水プー

ルの職員の対応に関しまして、非常にちょっ

とクレームが出ているんです。これは、

摂津市水泳連盟へ委託されて、水泳連盟

がその運営にあたっているわけですけれ

ど、そういう点で市民に対して、どのよ

うな対応の教育をなされたか、そのこと

もお聞かせ願いたいと思います。

　それから、テニスコートですけれど、

夜間照明等、ナイターを夏場はやってい

るということなんですけれども、事務報

告書を見ましたら、くすの木公園テニス

コートのナイター施設の使用が非常に少

ないということなんで、その件に関して

もお聞かせ願いたいと思います。

　それから、歳出ですけれど、全般的に

今、教育委員会のあり方ということで、

さまざまなところから、今回の衆議院の

選挙にもそういう争点という形で、マニ

フェストでそういうことを掲げておられ

る政党もありますが、平成２３年度はど

ういう形で教育委員会を運営されたのか。

これは総合的に教育長からお話をお聞き

したいと思います。

　それから、校務員の共同研修事業です。

これも前回に質問させていただきました

けれど、例えば事務職員がおって、それ

から先生がおって、校務員がおるという

ような形で学校が運営されていると思う

んですけれど、校務員の役割というか、

仕事というか。私がよく学校に行きまし

たら、学校の周辺のお掃除とか、学内の

掃除をされておるのが校長先生がそうい

うことをされておるとかいう場面もちょ

こちょこ見るんですけれど、校務員の仕

事の内容ははっきりわからないというこ

とがありまして、その件に関して、もう

一度、平成２３年度はどういうような状

況かお聞かせ願いたいと思います。

　それから、教育相談ですけれど、これ

はスクールカウンセラーに対して、不登

校が非常に多いということで、事務報告

書を見ましても相当件数が上がっている

んですけれど、出席日数というのがあり

ますよね。何日間か出席しなければ、上

の学年には進級できないとか、卒業でき
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ないというようなものがあるんですけれ

ど、そういうような対応はどういうふう

にされているのか、その辺に関してもお

聞かせ願いたいと思います。

　それから、進路選択支援事業に関して、

この内容をご説明をお願いしたいと思い

ます。

　それから、教科書採択事業ですけれど、

この件に関しても２３年度、私も代表質

問等でこのことを質問させていただきま

したけれど、総括的にご意見をいただき

たい、お考えをお聞かせ願いたいと思い

ますので、よろしくお願いします。

　それから、学力定着度調査事業です。

これは複数の委員の方から、さまざまな

観点から質問がなされたわけですけれど、

これも以前に大きな目標設定を持って、

その目標に向かって何とか学力を向上さ

せたらどうかというような質問をさせて

いただきましたけれど、そういう点につ

いてもお聞かせ願いたいと思います。

　それから、小学校用副読本の作成事業

について、これも前回、「にんげん」と

いう副読本を使っている学校があるんじゃ

ないかというふうに質問させていただき

ました。以前、そのことに関して質問し

ましたら、もう副読本「にんげん」は一

切使っていないということでご答弁いた

だいたわけですけれど、二、三ですね、

教師によってはその副読本を使っている

という事実はあったということで、この

前、ご答弁をいただきましたけれど、そ

のことについてもどうなったのか、お聞

かせ願いたいと思います。

　それから、中国帰国子女等教育事業で

す。これも、事務報告書を見ましたら、

非常にその件数が多いんですけれど、一

体、帰国子女等はどのような状況なのか、

そのことについてもお聞かせ願いたいと

思います。

　それから、小学校就学援助事業に関し

てです。これも以前に質問しまして、在

日朝鮮人の朝鮮学校に対しての就学援助

に関して質問しました。そのことに関し

まして、前回は検討しますというような

ご答弁もありましたんで、その件に関し

ての検討の内容をお聞かせ願いたいと思

います。

　それから、修学旅行のあり方ですけれ

ど、これも総合的にどういうふうな一つ

の方向で、２３年度の決算審査ですけれ

ど、どういうふうな話し合いをして、ど

ういうふうな方向に行くということをお

聞かせ願いたいと思います。

　それから、摂津音楽祭の件ですけれど、

このことも毎回、質問させていただいて

おります。非常に値打ちのある、すばら

しい音楽祭というのは認識しております

けれど、摂津市の財政状況から鑑みます

と、非常に負担金額が多いんじゃないか

というふうに感じて、今まででも質問し

ました。私は、そういうスポンサー企業

を募ったり、その存続に関しての創意工

夫をどのようにされるのかというような

質問をさせていただきたいと思うんです。

その件に関しましても、２３年度の工夫

をお聞きしたいと思いますのでよろしく

お願いします。

　それから、こども会育成事業ですけれ

ど、これも毎回質問をさせていただいて

おりますけれど、私は鳥飼西の市こ連の

一応、顧問をやっております。そこで、

毎回毎回、合唱祭なり、それからスポー

ツ大会を見ておりますと、年々、そのチー

ム数とか、参加者が減っているわけなん

です。校区の子どもの人数が減ったのか

というふうに聞きますと、子どもは新興

住宅等がふえまして減少していないとい

うようなご返事をいただきました。その

中で参加者が少ない。さまざまな問題が
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あると思いますけれど、二、三ですね、

私もこの問題提起をしました。そのこと

に関しまして、何とか改善に向けてとい

うようなご答弁をいただいたんですけれ

ど、どのような一つの改善方法というか、

対応をされたのかお聞きしたいと思いま

す。

　それから、体育施設維持管理事業につ

いて、鳥飼体育館のトレーニングセンター

の器具が、味生体育館と比べますと、非

常に劣っているんじゃないかというよう

な、市民からの要望がありまして、一定

の充実はしていただいたと思うんですけ

れど、使用料は同じ金額を払っているの

に、何でこういうふうな違いがあるのか

というような、市民からのそういう要望

がありましたので、その件に関してもお

聞かせ願いたいと思います。

　それから、文化財保存継承事業ですけ

れど、摂津市指定有形文化財第１号にな

りました第６集会所の対応に関してお聞

きしたいと思います。

　それから、公民館講座開催事業です。

いろんな公民館の開催事業を見ておりま

すと、平和パネル展とか、ピース映画会

とか、子ども人権映画会とかありますけ

れど、その内容をお聞きしたいと思いま

す。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　校務員共同研修という

ことで昨年度、校務員の役割、状況はど

うだったのかとのご質問でございますけ

れど、これまでも答弁させていただいて

おりますように、校務員の業務につきま

しては、児童生徒が安全で安心して、ま

た快適に学校生活を送るための教育環境

の整備を行うというのが主な業務内容と

認識しております。校務員の業務内容は

独特で、かつ幅広く、教育現場であると

いうことから、即対応しなければならな

い業務で、学校長などが指示、また命令

の下、他の職員と協力し、また連携しな

がら環境整備を行う業務であり、経験的

な職員が必要であるということ。そして、

学校の教職員の一員として、環境整備の

立場から、それぞれの学校の教育目標の

実現を目指しているものというふうに私

は考えております。

　業務内容ということで、前回もお答え

をさせていただいております。まず、環

境整備に関する業務といたしまして、校

舎内外の清掃や整備に関すること。また、

植木、花壇、除草の手入れに関すること。

そして、緊急的な施設設備の補修、また

整備の作業と、飼育動物等教材関係の整

備に関することなど。また、管理運営に

関する業務といたしましては、学校諸行

事の準備、並びに整備に関すること、な

どなどが挙げられると思います。

　平成２３年度につきましても、こういっ

た事業の内容について、学校教職員の方々

と連携をとりながら業務を進めてきたと

いうことでございます。また、そのほか

に、児童生徒と直接的な関わりを持って

いる部分もあろうかと思います。清掃方

法の指導、またごみの分別、破損してし

まった部分、箇所等を一緒に修理したり

ということもございました。

　こういったことが適切かどうかわかり

ませんけれど、子どももよく物を壊しま

す。誰が壊したのかわからないというと

きもございますけれども、そんなときい

つまでもその状況を続けたままでは、ま

たすぐ次の物が壊れるといった現象が続

くものと思います。いつもきれいな校舎

を保つには、壊れた物、壊された物を放

置せずに、すぐに修理することが大切と

いうことで思っております。また、でき

ましたら、その壊した生徒等と一緒に修

理することによって、また子どもたちの
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目の前で修理することによって、物を大

切にするということが養われるというふ

うにも考えております。そういった中で

の役割で、校務員が学校現場の中で日々

業務を進めているものというふうに思っ

ておりますので、ご理解をお願いいたし

ます。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問についてご答弁申し上げます。

　朝鮮学校に対する就学援助のあり方に

ついてのご質問ですが、この１年間で新

たな動き等もございましたので、その内

容についてもあわせてご説明させていた

だきたいと思っております。

　まず、昨年３月に大阪府の動きとして、

知事が、学校法人大阪朝鮮学園への補助

金であります大阪府外国人学校振興補助

金の平成２３年度分の支給を見送ること

を表明されました。また、２４年度につ

いても、その方向性は変更されず、この

動きを受けまして、学校法人大阪朝鮮学

園が大阪地方裁判所に訴えを起こされた

と聞き及んでおります。

　また、市町村レベルでの対応でござい

ますけれども、先の予算審査の委員会の

ときにご説明させていただきましたとお

り、府下において、本市と同様に個人に

対する給付制度を実施しているところが

８自治体、そして学校に対する補助の制

度を実施しているところが７自治体となっ

ております。

　今年度の状況といたしましては、大阪

府の動きなども踏まえた上で、このうち

学校に対する補助を行っている市につき

ましては、若干見直しをされている自治

体が出てきております。

　中身につきましてですけれども、予算

計上そのものをしていないという市が１

市、また予算は確保しているけれども、

今年度、支給をするかどうか検討中とい

うところが２市、金額や内容について精

査をしているというところが２市、他市

の動向を見ながら現在検討中というとこ

ろが１市、それから今のところ実施を継

続していく予定であるというところが１

市となっております。

　一方、個人に対する給付制度を実施し

ている市につきましては、主に北摂が多

くございますけれども、特に大きな見直

し等の動きはないと聞いております。

　本市といたしましては、北摂を中心と

した個人に対する給付制度を実施してい

る自治体などと、歩調を合わせる形で考

えておるところでございます。大きな見

直しの動きがないということも踏まえて、

現在のところ継続するという形で考えて

おるところでございます。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

に係りますご質問にご答弁させていただ

きます。

　まず、学校体育施設の利用者の会費を

一定にというお話でございますが、前回

までもいろいろとご説明、ご答弁をさせ

ていただいております講師への謝金に絡

む会費ということかと思われますが、体

育施設に関しましては、月謝でなしに会

費制という形で運営していただいておる

と思っております。過去にご答弁をさせ

ていただいておりますけれども、常識を

越えない範囲での謝金を認めているとい

うことで、その指導は常に行っておりま

す。そういう形の中で、会費の金額を決

めていただいております。それから、体

育施設の利用団体、利用種目によって運

営費用も異なるかと思いますので、必ず

一定にするのがよいとは考えておりませ

ん。

　それから、温水プールの接客のクレー
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ムについてでございますが、平成１９年

８月に水泳連盟をはじめ職員に対し、接

客、プライバシーの訓示をこちらのほう

から行わせていただきました。その後も

独自で毎年研修をいろいろ考えていただ

いております。例えば、水泳の蘇生法、

指導者の泳力研修、それから防火訓練な

ど、毎年やっていただいております。

　接客については常に指導もお願いして

おるわけですけれども、窓口対応してお

ります職員も退職、異動等でかわってお

りますので、再度この点につきましては、

こちらのほうからも呼びかけをさせてい

ただいて、研修等を進めていただきたい

と思っております。

　それから、テニスコートでございます

が、くすの木公園テニスコートの夜間の

使用が少ないということでございます。

考えられますのは、まず遠隔地であると

いうことかと思われます。利用は柳田テ

ニスコートの約半分、柳田のほうが年間

３，０００件を超えるところで、くすの

木のほうが１，６００、１，７００件程

度ということで、半分程度の利用という

ことでございます。それから、くすの木

公園テニスコートはハードコートでござ

いますので、ソフトテニスは使用が難し

いということで敬遠されているのではな

いかと思われます。

　それから、摂津音楽祭の負担が多いと

いうことでございます。スポンサー企業

の登用はどうかという、そんなことも考

えているのかというお話だったと思いま

すが、確かに、金額的には多額の金額を

頂戴して開催させていただいております

が、前からもお話させていただいている

かと思いますけれども、渡辺委員もおっ

しゃっていましたように継続は力なりと

いうことで、ことし、２７回目を迎えま

す。その２７回を迎えるということで、

この音楽祭がスタートする頃の摂津市の

音楽文化といいますと、年に数回コンサー

トが開かれているような摂津市の現状が、

今、広報を見ていただきますと、どの広

報でも毎回、どこかでコンサートをやっ

ていただいている。そういう形の中でも、

プロ、アマ問わず、いろんな形で発表の

場を提供していただいている、また発表

していただいているという、こういう形

の中で、一定の効果が上がっているので

はないかと考えております。

　それから、スポンサーにつきましては、

実際、開催するに当たりまして、ピアノ

の借用に関しても減額という形でご協力

いただきまして、ピアノと、それから飲

み物ですね、そちらの企業から提供して

いただく形でご協力をお願いしておりま

す。

　存続の手法、工夫は何かしているのか

というお問いですが、その点に関しまし

ては、昨年からカンフリエという部門を

一つ設けまして、３６歳以上の声楽部門

でございますけれども、そういう方の部

門を設けまして、ことしは８５歳の方が

エントリーされております。６０歳以上

の方は５名です。カンフリエの部門に１

４名の方がエントリーされておりまして、

もう６０歳を超える方のエントリーとい

うのは、もともと声楽を専門にやってこ

られた方でなしに、戦後、文化がオープ

ンになった、ようやく歌えるようになっ

たということで、そこからアマチュアの

コーラスをスタートさせ、年齢とともに

本格的にやってみたいということで、生

涯学習の一つの形かなと思われますけれ

ども、そういう方が今回、エントリーさ

れております。我々のような者が歌うの

とは全く異なりまして、専門の先生につ

かれてやっておられますので、年齢、経

験等も踏まえた立派な、感動を与えてい
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ただけるような発表をいただいておりま

す。

　それから、鳥飼体育館のトレーニング

ルームでございます。昭和５６年に設置

いたしました鳥飼体育館のトレーニング

ルームでございますけれども、部屋の大

きさに合わせまして一定の器具の入れか

えを行ってきておりました。昭和６０年

に設置しました味生体育館トレーニング

ルームは、１３４．４平米と、鳥飼体育

館の６１．２平米と倍以上の差がござい

まして、おのずと収容機器の種類、台数

が異なってきます。使用料金に関しまし

ては、鳥飼体育館開設時に設定されて、

現在も継続されておるわけでございます

が、ご指摘いただいております点につき

ましては、鳥飼体育館の現状を生かしな

がら、隣接します新鳥飼公民館との協調

を図りつつ、市民の健康増進に寄与でき

るように再構築してまいりたいと考えて

おります。

○大澤千恵子委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　児童相談課に関わ

る２点のご質問にご答弁申し上げます。

　まず、不登校によります欠席日数の取

り扱いについてでございますが、小中学

校の義務教育段階での不登校による欠席

日数について、進級できない、また進学

できないという取り扱いは行っておりま

せん。適応指導教室のほうで通室される

児童生徒につきましては、その適応指導

教室に通室された日数を出席日数として

学校に報告させていただいて、対応させ

てもいただいております。

　また、学習面で、特に長い間欠席され

ていると学習のおくれ等もありますので、

適応指導教室では、基本的な部分の学習

支援を行わせていただきながら、学習の

おくれ等についても対応させていただい

ております。

　２点目の進路選択支援事業の内容につ

いてご説明をさせていただきます。進路

選択支援事業は、高校、大学の進学に際

しまして、経済的な理由で就学が困難な

家庭への支援としまして、奨学金や授業

料減免制度などの相談を受け、関係機関

への紹介等を行っております。平成２３

年度は４４件のご相談をお受けいたしま

した。この相談には、教育指導嘱託員の

進路選択支援担当者が当たっております。

　また、高校の授業料が無償化になりま

したものの、必要経費は公立で約二十数

万円、私立で約５０万円から６０万円必

要と言われております。お受けする相談

では、子どもだけの希望を優先できず、

家庭の経済状況で調整が必要な場合など、

保護者の方がとても悩んでおられるケー

スもございます。

　そうした理由から、平成２４年度、今

年度は、通常の相談時間は月曜日から金

曜日の９時から５時までお受けしており

ます。それにプラスしまして、中学校の

進路説明会へ出張相談をいたしましたり、

また毎月第１金曜日は夜７時まで相談時

間を延長しております。また、第３土曜

日につきましては、午前中の１０時から

１２時まで相談室を開室して相談をお受

けさせていただいております。

○大澤千恵子委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教科書採択に関わ

りますご質問にご答弁申し上げます。

　平成２３年度は、平成２４年度使用中

学校教科用図書の採択を行いました。採

択は教育委員会で行いましたが、教科用

図書選定委員会に諮問し、またその委員

会において種目別調査員を置くこととし、

開かれた教科書採択、専門的な調査研究

による教科書採択を行ってまいりました。

教科用図書選定委員会は６回、教育委員

会協議会を３回行い、公正公平な採択を
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行うことができたというふうに捉えてお

ります。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　教育政策課に関わ

ります４点のご質問にご答弁申し上げま

す。

　まず、１点目、学力調査に関わってで

ございます。

　現在、今年度の大阪府学力・学習状況

調査の各校での結果分析、それを中心と

した各校での学力向上方策について、教

育長ヒアリングを行っているところでご

ざいます。

　私どもも、学校も、こうした学力調査

の調査結果ですが、点数に振り回されな

い、こうしたスタンスは共通でございま

す。しかし、調査結果点数というものは、

子どもたちの実態、それから各校の学力

向上の取り組み、こうしたものの結果が

あらわれているというところから考えま

すと、大きな目標として、例えば大阪府

の平均正答率に達していない学校は、や

はり大阪府の平均正答率を目指してほし

い。そうしたものを超えている学校は、

より授業改善等、学力向上方策に取り組

みまして、さらに結果としての平均正答

率を上げてほしい。こうした論議はござ

います。点数に振り回されることなく、

結果として点数が下がったなら、やはり

その原因、何に原因があるのか。平均正

答率が上がれば、どうした取り組みが子

どもたちの直接の学力向上に効果があっ

たのか。そうした協議は続けております

し、そうした観点では、今後も進めてい

きたいと思っております。

　２点目、人権教育副読本についてのご

質問についてお答えいたします。

　平成２３年４月に、それまでの人権教

育副読本にかわる人権教育教材集のＣＤ

を各校に配付したところでございます。

ただ、人権教育の資料につきましては、

学校独自の教材でありますとか、それま

での副読本、これを破棄しなさいといっ

た指導はしておりません。例えば、新し

い人権教育教材集の資料ＣＤと重なった

読み物教材もございますから、そうした

ものの印刷の手間、あるいは紙代等を省

くために従来の副読本の一部を使用する

というようなものも、納得するものだと

考えております。

　なお、この新しい人権教育教材集でご

ざいますが、活用状況が非常にいいとい

うことでもございません。大阪府教育委

員会と協力いたしまして、この１２月１

８日に、三島地区でのこの教材集を使っ

た事例の発表も含めまして、より効果的

に小中学校でこの教材集が使われるよう、

そうした研修会を予定しているところで

ございます。

　３点目、中国帰国子女等教育事業につ

いてでございます。

　中国、あるいはフィリピン、かつては

ブラジル等から、日本への渡日児童生徒

の増加が非常に多い時期もございました

ので、これらの児童生徒に対する適切な

学校教育の機会を確保するため、講師を

派遣して日本語指導を行っているもので

ございます。

　２３年度でございますが、小学校４校

に１０名の日本語指導の必要な児童、中

学校２校に５名の日本語指導の必要な生

徒が在籍しておりました。３９０時間の

活用時間を各小中学校、児童生徒の状況

に合わせて配当し、日本語指導の講師を

派遣したものでございます。指導形態は、

授業の入り込み指導と抽出指導、または

放課後による指導でございます。指導内

容は、日本語の語彙、文法、作文、そう

した日本語の理解とともに、母語の学習

等の児童生徒のアイデンティティー形成
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のための指導も行っております。

　４点目、修学旅行でございます。

　文教常任委員会等での、特に小学校の

修学旅行の行き先決定手続における課題

等のご指摘、あるいは協議等を踏まえま

して、今年度の５月より小学校を中心に、

小中学校に指導してまいりました。

　本市の小学校修学旅行の行き先決定手

続における課題でございますが、小学校

では次年度以降の担当者が決まっていな

いということ、それを受けた準備期間が

非常に短いということ、これらがありま

したので、その課題改善のために行き先

決定をシステム化すると。各校に修学旅

行等の検討委員会を設置し、１年以上の

準備期間をかけて決定していくシステム

を稼働いたしました。

　５月より小学校、早いところは５月よ

り、遅いところでも６月より、この検討

委員会を開催いたしまして、平成２５年

度の修学旅行の準備を始めたところでご

ざいます。今まで以上の多くの業者へ依

頼すること、業者選定の透明性を図るこ

と、保護者の意見を聞く機会を保障する

こと、そうしたところにポイントを置き

まして取り組んでまいりました。依頼業

者は、少ないところでも４社、多いとこ

ろでは１８社に修学旅行の行程案、並び

に見積もりを依頼しております。これま

で、約半年の間、それぞれの学校で業者

選定の取り組み、検討委員会を開催して

まいり、ＰＴＡの運営委員会等でもその

システム、あるいはプランについての説

明も行ってまいりました。現在、今年度

の修学旅行の実施結果、これらの反省も

踏まえまして、最終的な微調整に入って

いるところでございます。なお、２５年

度の修学旅行の業者選定については、最

も遅いところで１１月になってからでご

ざいましたが、選定は終了しております。

　なお、今年度の反省でございますが、

ＰＴＡ運営委員会等で保護者の意見を聞

いても、なかなかその意見が集約できな

かったというところで、何校かが実施し

ました修学旅行等検討委員会準備委員会

の中に保護者代表に入っていただく、そ

のことで保護者の意見等もきっちり集約

したいと。それから、プロポーザル方式

によりまして業者選定を行っております

が、同じ業者が複数年続くような場合、

例えば自主ルール、こうしたもので業者

を変更するといった文言を取り入れるな

ど、修学旅行全体の業者選定に関わるこ

とについては、私どものほうでマニュア

ルを作成し、小中学校に示していきたい

と考えております。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども会活動に

対するご質問にご答弁申し上げます。

　渡辺委員がご指摘のように、こども会

の活動につきましては、以前に比べまし

て組織数、加入人数が減ってきているの

が現状でございます。

　そのような中、私どもこども教育課の

中でも、実際にこども会活動をされてい

る方がどのように考えられて、どのよう

な悩みを抱えられているのかを把握する

ために、平成２３年度は単位こども会の

代表者の方を対象に、どのような活動を

されているのか、運営上の課題、また役

員、指導者の現状、市こ連への加入実態、

市こ連の行事や会議等への意見を吸い上

げるためにアンケート調査を実施いたし

ました。

　その中では、それぞれのこども会の中

では資源回収や美化活動に取り組んでお

られる。また、役員同士で引き継ぎノー

トをつくられる。また、高学年の子ども

に、自分たちの目線に合った行事やイベ

ントを企画させるといったご意見があり
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ました。一方で、やはり困ったこととし

ては、役員のなり手がなかなかない、ま

た会長だけに負担がかかってしまってい

るなど、いろいろなご意見がございまし

た。その中で、子どもたちに多く参加し

ていただきたいといったことで、学校や

自治会の掲示板にポスターを貼ったり、

自治会の回覧板を利用させていただいて

いる、また高学年の子どもたちが低学年

の子どもを誘う、こういった工夫をされ

ております。また、市こ連に対しまして

も、市こ連の行事のあり方や、会議の時

間帯、回数等の負担が大きいといったこ

ともご意見としてございました。

　これらを踏まえまして、こども会の役

員会の中では、こども会の活動のあり方

について２３年度も議論をしてまいりま

した。そこで、出ましたアイデアとか、

他校区のいい取り組みなんかは自分の校

区に持って帰っていただいて、活動の充

実に向けて取り組んでいただくようにし

ております。

　その結果ではあろうかと思うんですけ

れども、平成２４年度は２３年度に比べ、

こども会の数が二つ増加になりました。

加入率についても、市全体としてはアッ

プしております。

　ただ、こども会の活動の活性化はこど

も会の役員だけでいろいろ考え、悩むだ

けでなく、他の団体の方のアイデアとか、

工夫とかもかなり参考になると思ってお

ります。２３年度からは、こども会にＰ

ＴＡ、青指を加えた青少年健全育成に関

わる３団体で集まっていただく場を定期

的に持っております。このような団体会

議の中で、いろいろアイデアを出し合い

ながら、またこども会を経験された方も

多くおられます。こういった方のご意見

もいただく中で、同じような事業を実施

しているときは統合していきましょうと

か、役員の負担軽減を図れるものは図っ

ていきましょうといった話し合いもして

おります。今後も私どものほうも市全体、

その３団体を統括する課として、こども

会の活性化に向けて、事務局といたしま

しても活動を支援してまいりたいと考え

ております。

○大澤千恵子委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　第６集会所に関し

まして、ご答弁をさせていただきます。

　平成２３年度に市指定有形文化財第一

号として指定されました第６集会所でご

ざいますが、平成２４年度におきまして

は、その老朽化対策といたしまして、外

壁の補修、漆喰の塗りかえ、またシロア

リを防ぐ処理等を行い、文化財として後

世に伝えるための修繕を行う予定となっ

ております。

　また、市民に対しましてこの文化財を

ＰＲいたしますために、顕彰板の設置を

予定しており、また市内の文化財を紹介

するような講座や見学会の開催を行うな

ど、地域のシンボルとしての認知度が高

まりますよう、積極的にＰＲしてまいり

たいと思っております。

○大澤千恵子委員長　辻課長代理。

○辻生涯学習課長代理　それでは、公民

館におきます平和の取り組みにつきまし

てご答弁申し上げます。

　公民館におきましては、さまざまな分

野におきまして大きく分けて七つの分野

で講座を展開しております。とりわけ７

月から８月にかけての平和月間イベント

におきましては、平成２３年度はピース

映画会といたしまして、８月６日、安威

川公民館大ホールにおきまして「パコと

魔法の絵本」、それから同じく８月６日、

千里丘公民館におきまして「カールじい

さんの空飛ぶ家」、８月６日、鳥飼東公

民館「ドラえもん、のび太の人魚大海戦」、
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それから８月７日でございますが、別府

公民館におきまして「リロアンドスティッ

チ」、８月７日、味生公民館におきまし

て「ウルルの森の物語」、そして８月９

日、新鳥飼公民館におきまして「きな子

~見習い警察犬の物語~」を上映いたし

ております。それから、平和人権パネル

展でございますけれども、これは摂津市

民文化ホールで行っておるのと同様のも

のでございますが、原爆と人間というこ

とでパネル展示、それと子どもたちが学

校で平和を題材にして描きました平和ポ

スターの展示を午前９時から午後５時ま

で、安威川公民館におきましては２階の

展示ギャラリーで行いました。それぞれ、

人権女性政策課との共催事業になります

けれども、子どもたちに平和の尊さにつ

いて考えていただいて、学ぶ機会の一つ

として非常に貴重なものとなっていると

思います。

　それから、人権の啓発講座につきまし

てですけれども、こちらにつきましては

各校区の人権協とタイアップいたしまし

てコンサート、それから記念講演等の実

施をしておるところでございます。

○大澤千恵子委員長　和島教育長。

○和島教育長　それでは、平成２３年度

の教育委員会議がどのような状況であっ

たのかというご質問でございますけれど

も、私のほうからご答弁させていただき

たいと思います。

　この教育委員会のありようにつきまし

ては、ことし夏に明らかになりました大

津でのいじめによる自殺という事件の際

に、その原因究明をはじめ、教育委員会

がどういう役割を果たしたのか、学校と

ともに厳しく問われたところでございま

す。そして、教育委員会のありようにつ

いては、以前から全国各地で、こういう

事件が起こるたびに指摘されてまいりま

した。

　そういう中で、平成２０年４月１日、

地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の一部を改正する法律が施行されまし

た。これは、教育委員会そのものが形骸

化されているんじゃないかということで、

その活性化といいますか、教育委員会の

活性化を図っていこうということが趣旨

であったと思います。

　このような中で、私ども摂津市の教育

委員会においても、やはり摂津の教育委

員会の活性化、今も私は十分機能してい

ると思っておりますけれども、活性化を

図るとともに、もう一つは、開かれた教

育委員会を目指して、情報公開を進める

ことも大きな柱として取り組みを進めて

きたところでもございます。

　具体的な取り組みの一つには、定例教

育委員会議の中で議案審議の後に、例え

ば今回のこのいじめ問題とか、あるいは

不登校問題とか、学力問題とか、いろん

なテーマをその都度決めて、これらの課

題について教育委員５人で協議をして、

摂津の教育の充実ために取り組んでおり

ます。

　また、一方では、市長、あるいは校長

会、あるいは社会教育委員等、関係機関

との懇談の場も持ち、いろんな情報交換

にも努めているところでもございます。

　そして、また、毎年お手元のほうに出

させていただいておりますけれども、

「摂津市の教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検及び評価報告書」、これ

も先ほど言いました地教行法の改正に基

づいて作成しております。この報告書を

法に基づいて議会に毎年提出して公表す

ることによって、効果的な教育行政を推

進するとともに、教育委員会の責任体制

の明確化とともに、住民への説明責任を

果たすということに努めております。こ
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れは平成２３年度、２４年度だけでなく、

それ以前からも進めてきたところでござ

います。

　そして、２３年度を振りかえりました

ら、こういういろんな取り組みをしてま

いりましたが、やはり大きかったのは先

ほどのご質問の中にありました、担当課

長のほうから答弁いたしておりますけれ

ども、中学校の教科書採択の問題が非常

に大きな取り組みであったと思っており

ます。先ほどの答弁の中でも述べており

ましたけれども、教科書採択については、

専門的な教科書研究の推進と公正な採択

の確保と開かれた採択の実施、これを柱

として、教育委員会は定例会以外にも協

議会、あるいは臨時の教育委員会議を開

くなどして、教育委員会の責任の下で、

適正な教科書採択を進めたと考えており

ます。

　今も教育委員会会議の活性化について

は、積極的な情報公開も含め、積極的に

様々な取り組みを進めておりますけれど

も、先般、ご同意いただきました新しい

教育委員の方に２名加わっていただきま

したが、その方たちとともに、今後も摂

津市の教育委員会がより一層活性化する

ように、情報公開にも努め、開かれた教

育委員会になるよう常に考えて、取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　まず、教育委員会に関

しまして、今、和島教育長がおっしゃっ

たこと、大筋それで僕は結構だというふ

うに思うんです。

　例えば、私は、できる限り自分の時間

がありましたら傍聴に行かせていただい

ております。その中で、より活発に議論

されているということは認識しておるん

ですけれども、ああいう教育委員会議以

外で、教育委員５人のみで、さまざまな

課題を胸襟を開いて話し合うような、そ

ういう時間をもって、そういうようなこ

とも必要じゃないかというふうに私はつ

くづく思うんです。教育委員会議の中で、

ルールにのっとってやるというのは、我々

の状況では本会議や委員会、平場という

のがあります。

　そういうような形で、教育委員会の委

員の皆さんと平場でさまざまな問題を胸

襟を開いて話し合いをするというような

場も持っていただいて、今現在、新任の

教育委員もおられることやし、そういう

点も充実を図っていただきたいなという

ふうに思うわけです。

　それと、社会全般の考え方の中で教育

委員、例えば今回、自民党が出されてい

る大きな教育改革の中で、教育委員会自

体のあり方ということがなされておるわ

けですけれど、その中で具体的には書い

てないんですけれど、やっぱり教育委員

会無用論というような、委員会自体無用

論というようなことが、今いろんなとこ

ろでひとり歩きしながら語られとるわけ

です。そういう点の、逆に言われるばっ

かりでは、非常にやっぱり沽券に関わる

わけですから、いや、絶対にこの教育委

員会会議、この教育委員会制度は絶対必

要やというような、摂津市だけでどうこ

う言うことは、全体的な日本の動きの中

で、ほんなら効果があるのかというよう

なことを問われることもあるかもしれな

いと思いますけれども、そういうふうな、

逆にアピールできるようなシステムを構

築していただきたい。これも要望という

形でお願いしたいと思います。

　それから、校務員共同研修事業ですけ

れど、だから逆に校務員じゃないと絶対

できないという仕事は一体何やというこ

とを聞きたいんです。ずっと見ておりま

すと、例えば校内の清掃なんかは、校長
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先生が率先してやっておられるわけやし、

それから例えば植木の水やりやったら、

これはシルバーの方にやっていただける

わけやし、それから夜、休日の警備は、

シルバーの方々やら、そういう方々がやっ

ぱり対応されていることやし。そんなこ

とで、仕事の内容をずっと見てみますと、

これは教員でもできるし、教員が業者を

呼んで、業者にやらしたらできることも

たくさんあるわけであります。それが業

者を呼んでかかる費用と、校務員の年間

の収入といいますか、そういうことを比

較して、ずっと採算ベースを考えますと、

そういう業者を呼んでやったほうが安上

がりじゃないかというようなこともなっ

てきたり、そういうことが見えてこない

んです、校務員の方々のお仕事が。だか

ら、そういう点で、校務員じゃないと絶

対できないという仕事は一体何かという

ことを一遍、お聞かせ願いたいと思いま

す。

　それから、すみません。この教育相談

のところで、一つ質問を忘れておりまし

た。

　まず最初に不登校、その日数に関して

は義務教育課程においては対応できない

ということなんですけれど、ただ現実問

題として、補習授業をやっておられると

いうふうに言われてましたけれど、小学

校からはっきり言って、この前、先生が

言うてましたでしょう、中学校１年の子

に、おまえら小学校７年生やいうて。そ

ういう不登校がずっと続いた中で、非常

に学力が落ちとる子どもたちが中学校に

行って、ほんなら余計わからへんわけで

すから、授業がおもしろくないです。ほ

んなら、もっともっと不登校が、小学校

から中学校でもずっと不登校になっていっ

て、ほんならその子は一体どうなるのか

ということ。その辺の対応をされておる

ということなんですけれど、ほんならほ

とんど小学校の低学年しかない学力の子

が中学校を卒業して、ほんならその義務

教育というのは一体何かというのを考え

させられるといいますか。非常に、私は

そういう点の矛盾を感じるんですけれど、

そのことに関しては再度お聞かせ願いた

いと思います。

　それから、これは質問を忘れてたこと

があったんですけれど、教員の方々で、

非常に若い先生方を見ておりますと、非

常にこれは清々しい方が多いんです。そ

れなりの家庭でお育ちになって、それか

らそれなりの学校、偏差値の高い学校に

行かれて、あくまでも世間一般で言う、

非常に常識的な家庭の中で育った方々が、

教員になられるというパターンが非常に

多いんではないかと思います。そういう

方々が、例えばさまざまな問題を起こす

子どもたちに対して、どういうふうにし

て対応していくというのが、多分、心の

中、頭の中では、例えば書物とか本を見

たらわかるんやけれど、現実問題として

そういう子どもたちに対して対応の仕方

が、実際、非常に苦慮されているんでは

ないかというような、私は感じがするん

です。

　そういうふうなことで、この事務報告

書を見ましたら、教職員のそういう相談

も非常に多いということで、その辺に関

してはどのようなアドバイスをそういう

教員にされているのかお聞かせ願いたい

と思います。

　それと進路選択支援事業ですけれども、

大学に関しての相談というのがあるんで

すけれどもその辺に関して、例えば義務

教育課程においたら、高校に対してのさ

まざまな相談に対して対応するというの

はわかるんですけれども、大学というこ

とは高校に任せておったらいいのに、何
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で大学に関してその相談に乗るのかとい

うような形があるんですけれども、それ

に関してもお聞かせ願いたい思います。

　それから教科書採択なんですけれども、

公正という形を教育長も、担当の撰田課

長もおっしゃったんですけれども、私と

したらこの前代表質問で馬場教育次長と

いろいろ議論を交わしましたけれども、

おやめになったとはいえその採択に関わっ

た方が教育委員におられて、最終的に自

分が執筆した書物が、それが採択された

ということは、果たして私は公正公平か

ということになったら非常に疑問を感じ

るんです。それで調査員の選任の一つの

中で、これ確認書じゃないんだけれども

一筆とっていますよね。教科書の採択に

関しては公正を図りなさいとか、それか

らそういうさまざまな業者に対しての交

流とか、そういうことに関して絶対そう

いうことは公正に行いますという形の一

筆を書かせておる中で、教育委員が執筆

者ということは非常に僕はおかしいんじゃ

ないかということで質問させていただき

ました。それで馬場教育次長は、いやい

やこれは国会の答弁の中に、それはそう

いう方もおられるというような形で、別

に問題ないんじゃないですかというよう

なご答弁をいただいたんですけれども、

私としたらいやしくもこれ、教育委員会

ですよね。教育委員会で道徳教育をどう

こう言われておるのに、法律やら規則に

抵触していなかったら別に構わんのです

よというようなご答弁に聞こえたわけで

す、私としたら。

　そうしたらこれ、逆の言い方をしたら、

法律にさからわなかったら何をやっても

いいのかということになるわけで。いや

しくも教育委員会がそのようなご答弁を

いただくというのは、私としたら非常に

意外な感じがしたんです。当時は時間が

なかったので、代表質問だったので時間

の制限があったから、そのことに関して

はそこでやめたんですけれども、そうい

う点しっかりともう一遍ご答弁をお願い

したいと思うんです。これは教育次長の

ほうからお願いしたいと思います。

　それから学力定着度調査事業ですけれ

ども、平均的に大阪府の平均に近づける

という形で、方策をやるということで言

われておったんですけれども、これは今、

大阪府前知事の橋下さんもそうですけれ

ども、大阪の教育を何とか変えないとあ

かんということで、これはさまざまな面

があるんですけれども、一つ学力もアッ

プせないかんということで、非常にいろ

いろ努力されておるわけですね。それで

泉佐野市の場合は、学校別の学校名を挙

げるというような形で、競争の原理を働

かせて、その相乗効果で学力を上げてい

こうではないかというような方向に向かっ

ているわけです。それで大阪府が何でか

といったら当然、全国的にいったら大阪

府のそういう平均点といったら、先ほど

課長が点で全てをはかったらあかんとい

うことなんですけれども、それはそのと

おりなんですけれども、平均点が全国的

に非常に低いランキングにある。その中

で摂津市がまたその中でやはり低いラン

キングにある。そうしたら全国的にこの

摂津市の子どもたちは勉強できへん子が

多いのかというような感じで、やはりど

うしてもなってしまうわけですけれども。

若い親御さんはやはり自分の子どもに、

例えば摂津市に住むことによって、そん

な最低ランクの教育レベルの学校に通わ

せているのかということになってきて、

そういう点で、理想と現実は違いますけ

れども、現実的に非常にこれ苦しいんと

違うかなというふうに思うんですけれど

もね。
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　そういう点で具体的に点数、そういう

目標を挙げて成績を上げるという形を、

もうすぐにでもやはり対応する方法、こ

れはまず課長がおっしゃったように、学

力だけが学校教育じゃないのがわかった

上で言っているんですけれども、今言っ

た私の話の流れからくると、摂津の子ど

もたちが日本でも最低レベルやなという

ようなことは、やはり我々議員もそうだ

し保護者もそうだし、皆さんもそうだと

思うんですけれども、これはやはりぐあ

いが悪いわけですよね。先ほどの不登校

の問題もさまざまありますし、家庭環境

やら社会の環境もありますけれどね。た

だ摂津市より例えばさまざまな面で、や

はり所得の階層とか、それから犯罪件数

とか、そういうことが多いような市でも、

摂津市より上の点をとっておる市もある

わけですよね。そうでしょう。だからそ

ういうようなことを考えますと、何かそ

ういう形の具体的な工夫はないのかとい

うふうに思うんですけれども、その点に

関して再度質問したいと思います。

　それから、副読本の問題ですけれども、

もちろんそういう形で以前の資料を一切

使ったらあかんということはないと思い

ますけれども、ただあの副読本に関して

は非常に私が見た感じでは、偏った一つ

の考え方によって描かれた表現がたくさ

んあるわけです。そういうことを踏まえ

て時代に即した副読本がやはり必要じゃ

ないかということで改定されたわけです

よね。そういうことをまた使うというの

は、やはりある程度一定使った教師にあ

る一定のやはり考えはあって、その資料

を使ったわけですね。そうしたらそうい

うことに関して、やはり教育委員会とし

て平均化じゃないんだけれども同じよう

なスタンスで子どもたちに臨むという観

点から、やはり注意を促して、以前のそ

の副読本を回収して、今あるその副読本

を使うというような、資料の中にはそう

いうものも含まれておるような感じがあっ

たんだけれども、それをフォローするも

のをご答弁の中では、その副読本を使っ

てカバーしようじゃないかということの

ご答弁に聞こえたんですけれども、いま

ある副読本自体が不足だったらそれに加

える別の方法もあるわけであって、そう

いう点も踏まえて、再度質問させていた

だきます。

　それから中国帰国子女等教育事業の問

題ですけれども、アイデンティティーを

促すというようなご答弁があったんです

けれども、その内容を一遍お聞きしたい

というように思います。

　それから就学援助ですけれども、北摂

地域は独立国じゃないんですよ。北摂で

みんなこれをやっておるからといって北

摂が独立国じゃないんで、我々は日本国

であり大阪府民であり、そういう形の一

つの国政があるわけでしょう、民族とし

て。それで今、国がどういう状況か、府

がどういう状況かということは、前回私

が質問させていただいたときに、それは

認識されているということを前任者がおっ

しゃっていましたよね。これは、個人の

子どもをいじめるというような問題じゃ

ないわけです。これはさまざまな、日朝

間で拉致問題があり、その問題を国を挙

げてやはりやっていこうではないか。当

然、国も府もその子どもたち個人に対し

て、そういう形で苦しめようとは決して

思っていないんですよ、これは。国家を

挙げてこれをやらないといけないという

ような状況の中で、我々の税金をどうい

う権限でそういう就学援助をしているの

かというのが、非常に私は理解に苦しむ

んです。これは前回にも提言しているは

ずですよ。それで検討しますと言ったわ
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けです。そしてその検討の内容が、いや

北摂もやっているからと。これは検討し

てないじゃないですか。どんな議論をさ

れたんですか。どこでどういうぐあいに、

いつ何時会議をされたんですか。私はちゃ

んと宿題を与えておるはずですよ。ご答

弁をお願いしたいと思います。

　それから修学旅行の件に関してはわか

りました。非常にいい方向に向かってい

ただけるというふうに思います。これも

修学旅行の行き場所も北摂が大体、一つ

のパターンになってやっておったから、

北摂は教育に関しては独立国かなという

ような感じが僕はしておったんですけれ

ども、その方向でしっかりと引き締めを

お願いしたいと思います。

　それから音楽祭ですね。私はいいもの

だというのはわかっておるんです。長く

続けることも必要だなとは思っているん

です。ただ創意工夫が要るんではないか

ということで、創意工夫したというけれ

ども、多分布川次長と私の価値観が違う

といいますか、いいものだったらスポン

サーがつくわけですわ、そうでしょう。

ええもんやええもんやって言うとったら

周りが、そうやって言ってくれるのがほ

んまのええもんであって、だから私は今

言ったみたいに摂津市には大企業がある

わけですよね。そういう企業に何らかの

援助をもらって、より拡大することもで

きるわけですよ。そうでしょう。そんな

にええもんだったらより広めて、例えば

街に音楽があふれるということは、街自

体が非常に、これは市長がおっしゃるよ

うな人間基礎教育じゃないんだけれども、

非行面においてもさまざまな面において

も、これはやはりすばらしい街になって

いく一つの大きな要因ですよね。だから

そのことに関して私も認識しておるんで

す。だから継続するもそうなんですけれ

ども、今、だから大企業であっても大変

な状況の中で、しかし存続することに関

して協力を得られるということは、これ

は多分持っていきようによってはそうい

うことができるんじゃないかと思うんで

すね。私はそのことを言っているんです。

　それで例えば参加者の問題でも、これ

は相当高尚な問題で、一生懸命摂津市の

皆さんに知ってもらおうということでやっ

ている、これは全部クラシックを好きに

なれとか、そういうことは難しいのはわ

かっていますよ。先日も私、バレエ学校

の校長先生と話をして、私は皆から笑わ

れるか奇異な目で見られるかもしれない

けれども、私はクラシックバレエが好き

なんですよ。クラシックバレエを年に１、

２回見に行ったりするんですけれども、

その先生がバレエを広めるという形をい

つも言っておられるんですけれども、ク

ラシックバレエは多分広まらんと思いま

す。やはり特殊なものですね。しかしえ

えもんだということは皆わかっておるわ

けですよ。それで今、京都ではいろんな

小学校からお呼びがかかりまして、ボラ

ンティアでそのバレエ学校の生徒とバス

に乗って各小学校を回って、クラシック

バレエを演じて、そのときに今まで見た

ことない、感じたことない子どもたちが、

そのバレエを見て非常に感動して、私も

将来一生懸命お金をためてバレエを習う

ねんとか、そんなことを言っている子ど

もたちもいるわけです。

　だからクラシックバレエは非常に我々

としたらうわっと思うけれども、そうい

う形で回ることによって、全部の子ども

たちと違いますよ、何人かの子どもたち

がそういう本物の芸術に触れることによっ

て、非常に感動を得たという事実がある

わけで、おっしゃる摂津音楽祭を例えば

摂津だけのものにするのではなくて、音
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楽界では知れとるかもしれませんけれど

も、そういう形で多くの子どもたちやら、

多くの国民にこの存在もアピールするこ

とも必要だし、それから摂津市の小学校、

中学校にそういう方々を、ずっと回って

行ったり、本物の音楽を聞かせてやった

り、そういう費用対効果をしっかりと考

えていかれるべきじゃないかというよう

に思うんです。だから単にその六百数十

万円使っていることがもったいないとか、

それを何とかせいとか、観客数が少ない

から何とかせいというような問題だけで

はなくて、宝物だったら宝物を、本当の

宝の価値を自分だけが、これはごっつい

高いんやぞ、この時計とか言うのではな

くて、やはりおおすごいなという、皆さ

んに感動を与えるようなものにしていく

必要があるのではないか。そのためには

摂津市の企業の方々も協力していただい

て、オール摂津で取り組む必要があるん

じゃないかというふうに私は提言をして

いるんです。その点に関して、ご答弁を

お願いしたいと思います。

　それからこども会育成事業ですけれど

も、若干こども会が増えて、参加人数も

増えた、これはやはり非常にすばらしい

ことだというふうに思います。やはりそ

れぞれのこども会とか育成に関わる方々

の負担というのが大きなネックになって

おると思うんです。共働きをしているお

母さん方が、たまの土日を、特に夏場、

非常にやはりいろんな活動をすることに

関して、大変だというお言葉をよく聞く

んですけれども、そこで何らかの、いつ

も言うように横のつながり、そこのつな

がりをもってバックアップしてあげる必

要があるのではないか。例えばさっきおっ

しゃったようにＰＴＡやらの会議をやる

ということなんですけれども、いつも私

は言わせていただくんですけれども、学

校現場が、例えばこども会が学校施設を

利用したいというときに、やはりそうい

う点でそれをバックアップする体制をしっ

かりと組む必要があるんじゃないかと。

私はよく相談を受けるんですけれども、

そこでこういういろんなことをやっていっ

たらどうだというような提言をするんで

す。その中で一遍やりますという形で学

校にアプローチしたら、学校がこれは使

えませんというような形で拒否される。

　以前には夜の学校でお泊りというかそ

ういうことがあったと思うんですよ。そ

れが近隣の住民のクレームが出てそれが

できなくなったとか、そういうことがあ

るということでお聞きしました。しかし

やはりその辺は、近隣の住民の方々としっ

かりと話し合いをし理解を求めながらで

すけれども、そういうようなこともしな

がら、やはり学校の施設を利用させてい

ただくようなこともバックアップするよ

うなことも考えたり、何か潤滑油になる

ようなことを一生懸命考えていかないと、

若干そういうふうに増えたとしても１０

年先ずっと考えますと、果たしてこの組

織は存続できるかなというような、私は

非常に危惧を感じるんです。そういう点

でしっかりと、具体的に、単に定期的に

やることをこなすのではなくて、当然今

考えておられると言っておられましたけ

れども、しっかりと協議をしていい方向

に向かえるように、もう一度やっていた

だきたい。その辺に関してもご答弁いた

だきたいと思います。

　鳥飼体育館のトレーニング器具、もち

ろん床面積とかいろいろあります。それ

によって同じようにせいとは言っていな

いんですけれども、よりやはり何か充実

できるようなことを考えて、これが同じ

金額で例えばちょっと高齢の方だったら

足腰を強くするためにそこのトレーニン
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グセンターへ行こうと。遠くに行って味

生体育館でやるというのはちょっと距離

がある、自転車で行ったらそれは鍛えら

れるんですけれども、そういう点を踏ま

えて、その辺で器材の充実ということも、

これは予算面もあるというのはわかりま

すけれども、その辺もしっかり考えてい

ただきたい。これは要望にしておきます

のでお願いしたいと思います。

　それから文化財保存継承事業、第６集

会所は一体どうなったんかなというのは

私も、柴田委員もそうだと思います。そ

ういう形で外壁も直してＰＲしていくと

いう形なんですけれども、具体的にどう

いうふうな形でＰＲされるのか、お聞か

せ願いたいと思いますので、よろしくお

願いします。

　それから公民館講座開催事業はもうよ

くわかりましたので、それでご答弁結構

です。

○大澤千恵子委員長　馬場教育次長。

○馬場教育次長　私が前回ご答弁申し上

げました教育委員と教科書採択の関係に

ついて、再度ということでございました

ので答弁させていただきます。

　繰り返しになる部分があるかと思いま

すが、そのときの答弁の形でまた今回答

弁させていただくわけでございますが、

教育委員にご就任いただくに当たりまし

て、１期４年という中で摂津市の教育に

ご貢献いただく方を市長が議案で提出し、

議会のほうで同意をいただいているとい

う形でございます。その中で教育委員に

あたるに当たって法律の要件といたしま

しては、いわゆる政党所属要件について

一定の規定はございますが、法律の精神

は広く教育の分野にいろんな専門性の方

のご意見を入れる中で公平性、公開性、

中立性等を担保しようと、そういう形が

法律の意図しているところだと思います。

それで本市におきましてもそういった観

点から教育委員の任期切れに当たりまし

ては、本市の教育のためにどういった方

がふさわしいかということで、いわゆる

レーマンコントロールという形で教育の

分野だけではなく、広く人材を市長のほ

うから選んでいただいております。その

中には法律の中で規定が１点あります保

護者代表を入れるとか、教育だけじゃな

くてほかの専門分野の方に広く知見をい

ただくという形で教育委員会に入ってい

ただく。それがレーマンコントロールと

思いますが、そういった中で人選を進め

ていただいております。それでおっしゃ

られました委員は、過去から医療の専門

の知見を持っておられる方でございまし

て、またそういった方面での教育の専門

家の方でもございました。その当時、私

が申し上げましたのは、本市だけのそう

いった特殊な例ではなくて、いろんな市

にそういった専門性、教育についての専

門性をもたれた方がおられるという中で、

それぞれの市、本市においても本市の教

育のためにその方々の知見をいただくた

めに就任いただきました。ただやはり教

育の専門家ということであれば、その方

のそういった知識の中で教科書採択に携

われる方も、これは本来の業務としてあ

り得るわけでございまして、そういった

方が教科書採択だけじゃなく教育委員に

入っていただく場合は、今言いました教

科書採択以外で広いいろんな分野、社会

教育であるとかそういったいろんな分野

でご意見をいただきます。そしてその業

務の一つとして、教科書採択もございま

す。

　これは非常に重要な業務でございます

ので、先ほどありましたように教科書採

択の公平性であるとか、公開性であると

か、そういうことは担保しなければなら
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ないということで、これもまた法律の規

定にあるわけです。その中で、選ばれて

いた教育委員から教科書の執筆者になっ

ている場合は一定の要件がありまして、

透明性を確保する手だてをするようになっ

ております。本市に関わらず他市の場合

もそういった方が教育委員に就任されて

いる場合は、教科書採択のその部分から

は一定ご辞退いただくような手続をとる

ということになっておりますので、本市

の場合もそういう形で最終的には教科書

採択に関わらず、公平性を保ってやった

と、そういう経過でございました。繰り

返しになりますが、教育委員に就任して

いただく場合は、広くいろんな分野の専

門性の方に就任していただくと。そして

その中に教育の専門家がおられた場合は、

そういったいろんな公平性を保つための

手だてとしていろんな形があるわけです

が、教科書採択についてはそういう手だ

ての中で、本市は公平性は保ってきたと

いうことでございますので、基本的に我々

の期待に応えていただいた教育委員だっ

たと思います。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　校務員業務の役割、ま

た校務員でなければならない業務とは一

体何かということでのご質問にお答えさ

せていただきたいと思います。

　校務員につきましても学校教職員の一

員として、学校の掲げる目標に向かって

一つのベクトルに向かって進めていると

思います。先ほどの答弁の繰り返しにな

るかもわかりませんけれども、やはり生

活指導的な面もこれも校務員の業務かな

というふうに考えております。どうして

も中学生になりますと、中には教員、先

生の言うことを聞かない生徒も出てまい

ります。その生徒がもの等を壊したとき、

そういったときに教員の方々が校務員の

方に修理を依頼されるということで、そ

の生徒を一緒に校務員のほうに連れて行

き、校務員のほうはその生徒と一緒に壊

したものなどを修理するということで、

自分で壊したもの、これがいかんかった

ということで反省する気持ちが出てくる

というところもあろうかと思います。あ

と学校のほう、渡辺委員にも多々訪問し

ていただいているかと思います。各小学

校、中学校におきましても校舎内、廊下、

階段等壁も見ていただければ、落書き一

つないかと思います。これも万が一落書

きがあった場合でも、すぐにその落書き

を消すというような対応ということでし

ておりますので、常にきれいな状態を保っ

ているということも、校務員の業務とし

ております。ただ、そういった部分です

ぐ対応しなければならないという業務が

あるということは、渡辺委員も一定ご理

解はいただいておると思っておりますけ

れども、今後４次行革等もございます。

ご指摘いただきました散水、水やりとか、

校舎内の一定の清掃、校舎外への決めら

れた日々の清掃等、これにつきましては

部分的なといいますか、委託のほうに向

け考えなければならないというふうに思っ

ております。現業職員の退職等の不補充

という形で市として打ち出しております

関係上、今後職員が減ってまいります。

そこへ新規採用は今現在では認めており

ませんので、そういった部分を、部分的

ではございますけれども、委託でサービ

スの低下はなくいけるものというふうに

判断いたしますので、そういった部分も

委託に向け進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、ご理解いただき

ますようお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　児童相談課に関わ

る２回目のご質問にご答弁申し上げます。
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　まず不登校の児童生徒の学習の場の保

障につきましては、学校でも工夫しなが

ら家庭訪問でも支援、それから学校での

別室登校等も行いながら学習の支援を行っ

ておりますが、将来社会に出て十分に適

応していけるほどの力をつけていくとい

うふうな支援にはまだまだ十分に至って

いないというふうに把握もしております。

そこで今年度は、不登校の日数が年間１

００日以上の子どもと、それから１００

日未満の子どもの支援について、少し工

夫をしております。長期にわたる不登校

につきましては、なかなか学校につなが

らない、それから適応指導教室にもつな

がらない現状がございますので、一つ一

つ丁寧に対応しながら適応指導教室のほ

うに通室できる日数を増やしていきなが

ら、学習支援を行っていきたいというふ

うに考え、適応指導教室の見学等もして

いただきながら、できるだけつながる努

力をしております。また１００日未満の

子どもにつきましては、学校に行くこと

ができるような支援をしていきたいとい

うふうに考えておりまして、登校支援で

さわやかフレンドや家庭教育相談員を活

用しながら、学校に登校できる日数を増

やしていき、学校での学習がしっかりで

きるように支援をしております。

　続きまして、経験の浅い教職員が児童

生徒の指導について悩んでいる現状につ

いてでございますが、学校のほうで児童

生徒の対応をしながら、自分が想像して

いた以上に厳しい実態があることに頭を

悩ませることもあると少なからず把握し

ております。まず学校では教員一人が問

題を抱え込むことがないように、チーム

対応を基本としてスクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラー等の専門的

なアドバイスも受けながら、子どもの課

題をしっかりと見きわめる対応をしてお

ります。また教育センターでも教職員か

らの相談を受けておりますので、子ども

の課題をしっかり見立てて、その子ども

へどのような言葉かけをしたらいいかと

か、学習面や生活面で具体的な場面を想

像しながら、どのような支援が適切であ

るかなどのアドバイスもさせていただい

ております。また教職員研修も行いなが

ら、児童生徒理解の研修や不登校やいじ

めを防止するための研修などを行いなが

ら、指導力の向上も図っております。

　それから進路選択支援事業の大学進学

に関するご相談ですが、昨年度の相談の

約半数は大学の入学に関するご相談もお

受けしております。その内容は、大学や

専門学校等へ進学される場合には、多額

の入学金等が必要になります。奨学金等

を予約されていましても、すぐに学校の

ほうに納入しなければいけないというこ

とがございます。その場合には、教育ロー

ン等を受けられない場合のご家庭もあり、

つなぎ資金等の借入等も必要になってま

いります。そうした場合、専門的な機関

へご紹介したりとか、同行してご支援し

たりということを行っております。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　まず学力調査、学

力向上に関わります具体的な工夫につい

てご答弁申し上げます。

　本市の小学校においてもここ数年非常

に効果のあらわれている学校もございま

す。そうした学校の取り組み、具体的な

学力向上に関わる取り組み、これを他校

でも共有してほしいと。今までもそうし

たことは示してきたところでございます

が、具体的に校長会としてまずそれを共

有してほしいと、その上で教育委員会も

含めてまた論議していきましょうと、そ

んな話もしております。また授業改善を

各校にも指導してきたところでございま
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すが、具体的なその方法は各校に任せて

きたところです。ただこの学力調査で問

われている表現力、読解力、このような

力をどういった授業改善で伸ばすか、そ

の一つの例として、学力調査を教材とし

て一つの問題を解くためにはどんな授業

展開をしたらいいか、そのような校内研

修をしてはどうですかといった働きかけ

や、これまでの学力調査で本市のそれぞ

れの小学校、中学校が苦手としている問

題、この問題をできなかったで済ますこ

となく、次の学年、また次の学年が普段

の授業の中で解けるような授業改善、こ

れを進めるために学力調査を問題集がわ

り、問題ごとに分類しまして一つのテキ

ストとして活用していけないかどうか、

そうした問題提起もしているところです。

　２点目、人権教育教材集のことでござ

います。これまでも学校独自の教材、そ

れからかつて使っていた「にんげん」の

ような副読本、これの使用を禁止してい

ることはございません。ただ新しく改定

された教材集があれば、当然新しく改定

されたものを使うほうが望ましいと。あ

えてそれまでの古い教材を使うんであれ

ば、そうした一定理解できるような内容

が必要なのではないか、そういうふうに

は考えております。もちろん独自の教材

を使用する、これは学校判断でございま

すから、その教材の妥当性等はもちろん

学校ごとにも検証しないといけないと思っ

ておりますが、過去の教材を使用しては

いけないというものではないと思ってお

ります。人権教育教材集については、新

しいものを平成２３年にも配布しており

ますので、こちらを各校で使うよう指導

してきているところでございますが、先

ほどもご答弁いたしました、１２月１８

日に三島地区全体を対象といたしまして、

実際に使っている指導事例、これの紹介

も含めて、よりよい活用ができるような

研修を用意しておりますので、それを機

会に新しい教材をなお一層使うよう、指

導したいと考えております。

　それから中国帰国子女等のアイデンティ

ティーを形成するといったことでござい

ますが、子どもたちは日本語指導並びに

日本の子どもたちとの学校生活の中で日

本語をマスターしていきます。ところが

彼ら彼女らの保護者の中には日本語がう

まく使えず、家庭内で違った言語がぶつ

かり合ってなかなか意思疎通ができない

と。つまり子どもたちが母国語を忘れて

いって、家庭内でのコミュニケーション

が成立しないといった状況も発生してき

ます。そうしたところで、子どもたちの

母語、それから母国の文化、こうしたも

のを個別に指導することで子どもたちの

アイデンティティーを形成すると、そう

したねらいがございます。日本語指導で

ございますから、日本の学校でそれぞれ

の教科の授業をスムーズに受けられるよ

う、それから日本の文化を理解するよう、

日本語指導しているところでございます

が、そうした子どもたちの家庭でのコミュ

ニケーション、これも保障するため母語

指導も行っているところでございます。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども会のご質

問にご答弁申し上げます。

　まず指導者の負担軽減、横のつながり

についてでございますけれども、これに

つきましてはまずこども会の役員を中心

とした中で昨年実施いたしましたアンケー

ト調査をもとに、本当に何が皆さんが大

変なのか、何を求められているのか、ま

ずこれを議論していただきたいのと、先

ほどご答弁申し上げましたようにこども

会、ＰＴＡ、青指、この３団体会議の中

でそれぞれ経験者の方もおられます。い
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ろんな立場の中からこども会の活性化に

ついていろいろ議論も深めていただきた

いと思っております。それと学校現場の

協力でございますけれども、例えば鳥飼

西小学校には野外炊飯場、三宅柳田小学

校には多目的ホールといった大きなホー

ルがございます。こういったところもこ

ども会活動には提供していただいており

ます。他の学校にもすばらしい施設もご

ざいます。私どもも引き続き校長会や教

頭会を通してこども会活動の場として提

供いただきたい。またこども会活動にご

協力をいただきたいといったこともお願

いしてまいりたいと思っております。こ

ども会の活動につきましては、やはり自

治会とも大きな関係もあろうかと考えて

おります。地域コミュニティの中のこど

も会といいますのは自治会と並んで本当

に大事な部分だと思っています。こども

会で育った子どもたちがその後の自治会

活動にも参加する。そういったことにも

なろうかと思っておりますので、地域コ

ミュニティ活動の、今現在核となってお

られます自治会を所管されている担当課、

また学校現場も含めて、こども教育課だ

けで１課完結するのではなく、いろんな

ところの団体、課と協力しながら、活性

化に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。

○大澤千恵子委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　民族学校就学援

助についてのご質問にご答弁申し上げま

す。

　委員ご指摘のとおり、国や府では、い

ろんな動きがあるということで認識をし

ております。先ほど申し上げましたよう

に、府におきましては補助のあり方につ

いて裁判となっているという状況がござ

います。また国におきましては、高等学

校無償化制度がございますけれども、外

国人学校につきましては外部機関による

審査を経て、文部科学大臣が指名するこ

とにより、対象となることとされており、

朝鮮学校につきましてはこの審査が継続

されている状況でございます。文部科学

大臣におかれましては、教育的視点から

厳正に審査をしているというコメントを

されていたと認識しております。本市と

いたしましては、他市状況の把握に努め

ながら、また北大阪朝鮮初中級学校の訪

問などにより、情報の把握に努めてまいっ

ております。しかしながら、国レベルに

おきまして、朝鮮学校に対する補助の妥

当性につきまして議論されている状況で

ございまして、もはや市町村レベルでは

なく国レベルでの判断になってきている

ものと認識しております。本市といたし

ましては、推移を十分に把握し、個人給

付である本市の事業につきましても、こ

れらの状況について分析したうえで今後

とも検討をしてまいりたいと考えており

ます。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　摂津音楽祭に係

りますご質問にご答弁させていただきま

す。

　まず、スポンサー援助を求めるその工

夫というお話でございます。委員おっしゃ

られましたようにこの不景気の中でござ

いますので、企業からどれだけの援助を

いただけるか、どの様な方法があるかと

いうのは、一長一短、簡単にできるもの

じゃないと思っております。先ほどご答

弁させていただきましたように、ピアノ

の借り上げ等、一定の援助をいただいた

りはしておりますけれども、今後どのよ

うな援助をいただけるのか、どういう援

助を求めていけばいいのか、そういうこ

とも検討していかなければならないと考

えております。また市外へのＰＲ周知と
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いうことで、確かに弱い面ではございま

した。ただ２７回目を迎えます今回でご

ざいますけれども、聴衆審査員という一

つの制度も設けておりまして、お越しい

ただいた方に審査いただくという制度で

ございます。以前は摂津市民の方がほと

んどでございましたけれども、最近は市

外の方も増えております。この音楽祭に

運営委員会というのもございまして、そ

ちらのほうでもスポンサーの援助や日本

国内でもっとＰＲできないのかというそ

ういうお話、提言をちょうどこの２４年

度の運営委員会でもいただいておりまし

て、今後検討していかないといけないな

ということで話が進んでおります。それ

から底辺拡大ということでございますけ

れども、平成１７年度からこのＰＲも含

めまして、市役所でのロビーコンサート、

それから昨年から幼稚園も含めましたけ

れども、幼稚園、小中学校でのミニコン

サートということで、実際に摂津音楽祭

で出演いただきました方々にこちらのほ

うにもご出演いただきました。一定のレ

ベルの方々でございますので、我々の素

人芸では全くございません。

　プロの方、プロを目指している方、各

地で賞を取られたような優秀な方の演奏

でございます。はっきり申し上げまして

幼稚園児がそういうものを聞いてわかる

のかとか、小学生が聞いてわかるのかと

いうお声も一部にはございますけれども、

やはり本物は若いうち、小さいうちから

聞いていただく、また生で、息を感じる

というんですか、そういう息遣いがわか

るような、本当に身近なところで演奏し

ていただく。また、その後にその楽器を

触らせてもらったりとか、演奏の方法を

教えてもらったり、実際に楽器を鳴らさ

せてもらったりとか、そういう実体験を

させていただく。それからその楽器に対

する自分の思い入れとか、こういう音楽

活動をするのに当たって自分は小さいう

ちからどういうふうなことをしてきたか、

どういうことを思ってきたか、挫折もあ

りました、成功もありましたというお話

も、全部ではないですけれども出演者の

中から、演奏の途中でいろんなそういう

お話も交えていただきながらご説明いた

だくということもありますので、そうい

う意味で１７年度からですけれども既に

７年目になりますが、こういう形のもの

も進めさせていただいております。また

これ以外にも公民館なりその他の施設で

もロビーコンサート、サロンコンサート、

そういうところにもご出演いただいてお

りますし、近年フレッシュコンサートの

２部にこのコンクールの出演者の方にも

ご出演いただいて、摂津市内の若手の演

奏家だけでなしに、もう一ランク上といっ

たら失礼になるかもしれませんけれども、

こういうコンクールに出ていただいた方

にもご出演いただいて、お互いに刺激も

いただきますし、お越しいただいたお客

様にも喜んでいただいているかと思いま

す。幸いにも今週の金曜日、２３日の勤

労感謝の日でございますけれども、ちょ

うど本選が開催されます。朝の１０時か

ら５時ごろまでになろうかと思います。

休憩を挟んでおりますけれども、長時間

になっております。それぞれ部門ごとに

ピアノ、弦、木管、声楽、それぞれ分か

れておりますけれども、ぜひともお越し

いただきまして、すてきな演奏を楽しん

でいただけたらと思いますし、お越しい

ただきながらまた、この摂津音楽祭を応

援いただければと思っております。

○大澤千恵子委員長　柳瀬課長。

○柳瀬生涯学習課長　第６集会所の積極

的なＰＲにつきまして、ご答弁させてい

ただきます。第６集会所は市指定文化財
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に指定されましたことや、その歴史的価

値についての市民の認識度は低いもので

あると考えております。市として積極的

にＰＲし、広く認知していただくことで、

郷土愛や地域への帰属意識の向上につな

がるものと考えております。ＰＲ方法で

ございますが、現在具体的な決定事項は

まだございませんので、あくまで企画段

階ではございますが、現在行っておりま

す修繕が終わりましたら、リニューアル

イベントといたしまして、当時の芝居小

屋としての雰囲気を感じられるような公

演などを考えております。また、市民向

け講座の開催や広報紙、ホームページを

利用したＰＲなどを積極的に行ってまい

ります。また、各市民団体との連携を図

りまして、積極的なＰＲ、市民認知度の

向上等を図ってまいりたいと考えており

ます。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　まず教科書の採択の件

ですけれども、馬場教育次長のご答弁で

いいますと、あんたらも議会で同意した

やないかというようなご答弁に聞こえた

わけです。議会で市長が提出して、それ

に対して議会でちゃんと通した教育委員

やないかというようなことを、先ほどの

ご答弁で言うておられたような感じがし

ました。これは、こんなことがわかって

おったら私は、絶対に賛成なんかしてい

ないですよ。それと、これはその当時の

同じ教育委員の中から批判が出ているん

ですよ。この件に関して問題と違うかと

いうようなことを提言されておるわけで

すよ。しきりに基本的なことに関して、

例えばルールにのっとって私らはやっと

んねんからというようなことを、当然ルー

ルにのっとるということはこれ最低限の

条件だと思います。教育委員会たるもの、

やはり人様に、子どもたちに対して教育

をするという形、また生涯学習を含めて

多くの摂津市民の方々にさまざまな教育

的な指導をするという立場から考えて、

ルールにのっとってやってそれで何が悪

いねんじゃなくて、倫理的なことを私は

言っているんですよ。その調査員に関し

ては一筆書かせて、一切そういうような

業者とかそういうものと関わるなといっ

て、厳重に注意しておって、執筆者が教

育委員の中におられて、その人が執筆し

たものが採択されるということ自体が、

何が悪いねんということをあなた方は言

うておられるみたいに聞こえるわけです

よ。我々としたら、それは当然公正さか

ら考えたら、これはおかしいやないかと

いうことを私は言うとるわけですよ。そ

の当時の教育委員の中からもそういう形

で問題提起されておるわけですよ。同じ

５人の中の１人から。しっかりとしたご

答弁をいただきたいと思います。

　それから、２回目の質問で言い忘れて

いました。温水プールに関してなんです

けれども、接客に対して、使用される市

民に対して指導しておるということなん

ですけれども、どういう指導の仕方をし

ているのか。そういうきちっとした指導

をしておられたら、そういうクレームは

出ないはずですよ。それが周知徹底でき

ていないから、そういうクレームが出る

わけであって。しっかりと、再度ご答弁

お願いしたいと思います。

　テニスコートの場合は立地ということ

を考えて、それから施設の内容というこ

とを考えたら、そういう点で非常に利用

者が少ないという形はわかるんですけれ

ども、ただ私としたら、私もあそこでテ

ニスをやったことがあるんですけれども、

ほかの委員から質問があって非常にそこ

がきちっとなっていないとかという質問

があったんですけれども、非常にやりや
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すいところだなと私は感じたんです。だ

からそういう点から、立地的なこともあ

るんだけれども、何か利用者がふえる方

法を一遍模索していただけることはでき

ないか、これは要望しておきますので、

よろしくお願いしたいと思います。

　それから、校務員の先ほどのご答弁の

中で生活指導を校務員がされておるよう

なことをご答弁いただいたんですけれど

も、そういう認識でいいんですかね。そ

ういう資格といいますか、僕は生活指導

は生活指導の先生やら、ほかの教員がす

るものというふうに思いますし、中には

そういう生活指導までしておられる校務

員がおられたと思いますよ。それで落書

きしたらきれいにするという、これは普

通に先生でもいいし、落書きしたやつに、

さっきもおっしゃっていましたけれども、

消せと言ったらそれで済むことだし、散

らかしたやつだったらその生徒を呼んで

きておまえが散らかしたんだからおまえ

がせいと言ったら済むことだし、僕が先

ほど言いたかったのは校務員じゃないと

できない仕事は一体なんですかというこ

とを聞いたので、その辺に関して再度ご

答弁お願いしたいと思います。

　それからスクールカウンセラー、不登

校の問題ですけれども、これはもう多分

物すごく苦労されておることだと思いま

す。はっきり言ってどうしようもないこ

ともあると思います。家庭の環境があっ

たり、さまざまな問題があるというのは

わかるんですけれども、ただ何か非常に、

もう小学生の低学年の学力しかない子ど

もたちが中学校を卒業するような状況と

いうのは、これは何とか改善してもらわ

ないと何のための義務教育かわからない

んですよね。義務教育というのは、日本

国の子どもたちは最低このレベルまでは

しっかりと学習しておかなあかんという

ことで教育基本法があり、義務教育の制

度があるわけですよ。その中で、現実的

に小学生の低学年ぐらいの学力しかない

ような子どもたちが誕生するというのは、

大きな法律とか決まりごとに関して、そ

のことに関して満たしていないことにな

るわけであって、現実とはいえ、それは

しょうがないこともあるとはいえ、そう

いうことがあるんだったらそれを改善す

る、根本的な方法はないにしても、何か

方法はあるんじゃないかというように思

うんですよ。難しいけど、前馬次長から

ご答弁をお願いしたいと思います。

　それから先生の相談ですけれども、私

は現場に行かせてもらったときに、もう

格闘しておられるような感じがして、も

う一生懸命先生は何とか授業をやってい

かなあかんということで、そういう問題

がある子どもたちに対して対応されてお

るというのはよくわかるんです。でも私、

問題がある子どもたちというのは、自分

も、問題がある子どもだったから、よく

理解できるんです。でもこの方法よりこ

のほうがいいんじゃないかなということ

を私は感じることもあるんですけれども、

私はそういう権限がないので、そういう

ことは言うことはないんですけれども。

ただ本当に、その先生方も全然わからな

い、自分が育ってきた数十年の生活の中

で理解できないようなことが現実として

ある中で、さまざまな一つのバックアッ

プを捉えておるということはわかるんで

すけれども、本当にそういう点の、何か

聞くところによりますとそういうメンタ

ルの面が崩れていくような先生方も多々

おられると思いますし、それから先日も

言っておられたように教員のこれからな

り手がだんだん少なくなっていくんじゃ

ないかというような、世の中のこれはも

うさまざまな風潮の中でそういうような
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ことになっておるわけですけれども。そ

ういうようなことになったらたちまち、

学校は成立していかないわけであって、

そういう点はもう当然真摯に対応されて

おると思うんですけれども、そのことが

私は非常に心配なんです。個人的に言い

ましても心配なんで、さらなるバックアッ

プをお願いしたい。これは要望にしてお

きたいと思います。

　それから大学の相談まで、やってあげ

るというのはそれは当然親切なことかも

しれないけれども、そういうのは高校と

か、一つのそういうことをしっかりと相

談に乗って対応されることが筋じゃない

かなというような感じがして、そこまで

責任の範疇を負うことがあるのかなとい

うようなことを疑問に感じるんですけれ

ども、その点に関してご答弁をお願いし

たいと思います。

　それから学力定着度調査なんですけれ

ども、いろんなことをされておると思う

んですけれども、根本的に言えることは、

この学力に関してですよ、学力に関して

競争の原理を入れるということが一番僕

はいい薬じゃないかなと思うんですよ。

学校の場合、これはずっと長年、学校の

一つの考え方としてみんな平均化という

ことを、やはり一つの大きな基本的な考

えでやられてきたと思うんです。でもそ

こに、例えば泉佐野市がやったように学

校別にランキングじゃないけれどオープ

ンにするという形になったんだけれども、

これ一つの例なんですけれども、自分の

体験談ですけれども、岡山の中学校に行っ

ておったときに、岡山の中学校は大体５

０ぐらいの中学校があったと思うんです

けれども、私の所属しておった中学校は

学力からして下から３番目ぐらいの中学

校だったんですね。あのとき岡山は確か

全部学力の順位を、学校を発表していま

した。それで岡山大学附属中学、これは

もう特別な学校ですから当然絶えず１位

だったんですけれども、２番目が岡山の

丸の内中学というところが２番目だった

んですね。それでそのときに校長先生が、

１番は無理かもしれんけど、丸中を抜く

んやという一つの号令のもとで、例えば

我々は７０点をみんなとろうじゃないか

ということで、徹底した英語の授業をやっ

て、情熱を燃やして、もう余りにも熱心

にやって、その先生が授業中に２、３回

倒れたことがあるんです。

　そこまでせいとは言いませんけれども、

そのことによって我々の中学校は岡山で

２番になったんですよ。これは１年間で

なった。だからその中学生の段階という

のは、非常にこれは可能性を秘めた、体

力的にも脳の構造もそうだけれども、や

はりそれは釈迦に説法で先生方はそのこ

とはよくご存じだと思うんですけれども、

そういう子どもたちに、例えばこれも聞

いた話ですけれども１３歳から１５歳と

いうのは人間の体力が一番つく年齢だと、

そのときにしっかりとした運動をしたら、

これは一生の、その人間の強い弱いが決

まってしまうぐらいの一つの重要な時期

だというようにお聞きしました。これは

やはり学習面でもそうだというふうに思

うんです。だからその可能性を追求した

結果、我々の中学校は、おしりから３番

目の中学校が１年間で２番になったとい

う事実が現実にあったということですよ。

だからその学力に関しては競争の論理を、

個人名を挙げるとかどうこうではなくて、

競争の論理を入れながらやはり切磋琢磨

するという形が、私は望ましいんじゃな

いかというふうに思うんです。そういう

点で、再度お考えをお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。
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　それから副読本の件ですけれども、も

ちろん禁止することはできないかもしれ

ないけれども、しっかりとした理由、先

ほどご答弁があったように、何でそれを

使わないといけないかという理由を、しっ

かりと述べさせるということが必要だと

思います。全然知らん間にそれを使って、

私のところにある保護者からこういうよ

うなことがあったという事実を聞いて、

前回に質問したときに、そうですかとい

うようなことではあかんわけであって、

それはもう一つの組織ですから、だから

そういう点はしっかりと徹底していただ

きたい。それは要望しておきます。

　それから中国帰国子女の件ですが、母

国の文化というのは、ちょっと理解でき

ないんですが、帰国子女の母国は一体ど

こかなというような感じがして、その辺

もご答弁いただきたいと思います。

　それから朝鮮学校のことなんですけれ

ども、認識されておるわけですよね、国

が今どういう状況か。認識されておりま

すよね。それで摂津市はどこの国の市な

んですかね、これ。一つの大きな方針と

して、ここへブルーのバッジをつけてお

る人がたくさんおられるわけです、拉致

の問題の解決だといって。そういうこと

に関して、これはやはり国として、それ

から地方自治体として、これはしっかり

と臨んでいかなあかんという一つの方針

の中でこれをやっておる話であってね。

そういうことで前回に言うておるわけで

す、これ。引き継いでおられるわけでしょ

う。検討、検討とやな、北摂でやってお

るからだけで、だからどんな、いつ決定

したのか。検討したメンバー、誰がそこ

のメンバーにおったのか、そういうこと

をしっかりご答弁お願いします。

　それから音楽祭のことに関してですけ

れども、企業も不景気だからということ

だけれども、景気のいい摂津市内の大企

業もあるみたいで、テレビに出ていまし

たけれどもね。だから一遍、やってみて

くださいよ。やってみて、その結果であ

かんかったということを言ってもらった

らいいんですけれども。私はこれは初め

てのことを言っていない、初めてじゃな

いんですよ。これはスポンサー企業とい

うか、例えば企業イメージもいいと思う

んです。スポーツそれから文化、芸術に

関して、いっぱい支援している企業もあ

るわけです。だからそういう点で、セー

ルスの問題だと思います。セールスをや

はりして、ええもんやったら、何遍も言

うようにええもんという、もっともっと

これを広げていく必要があると思うし。

摂津市のもんやというもんじゃないでしょ

う、こういうのは。だからそういう点の

ご努力をお願いしたい。これは要望にし

ておきます。

　それからこども会の問題は、ともにこ

れは小林課長と我々も考えていかなあか

んと思いますので、ともに今後、平場で

意見の出し合いをしながらこれはやはり

やっていく必要があるんじゃないかと思

いますので、これも要望しておきます。

　それから文化財の第６集会所の件はよ

く理解できました。例えば淀川を利用し

て、これは一つの私の考えだけれども、

淀川を利用して例えば枚方のほうだった

ら屋形船か千石船か出しておるみたいで

すけれども、そういう他市の川筋のさま

ざまな市とも連携しながら、いろんなア

イデアを出して、一つあそこのＰＲを図っ

ていただきたい。そのようにこれも要望

しておきますので、よろしくお願いしま

す。

　以上で２回目の質問です。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩します。

（午後０時５分　休憩）
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（午後１時１分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　馬場教育次長。

○馬場教育次長　前回の平成２３年の教

科書採択において公正に採択されたかと

いうことについて、２回目にお答えいた

します。

　渡辺委員からご指摘にありましたよう

に、５人の教育委員が議論していただい

たわけですが、その中のお一方の委員が

問題提起をされたということについては、

教育委員会の議事録にも残っております

ので、いろんな意見はお持ちだったと思

います。ただ、５人の教育委員がそれぞ

れの意見を述べた中で最終的には選ばれ

た教科書でございますので、そういう意

味においては意見はそれぞれあったけれ

ども、適正に、公正に選ばれた教科書だ

と私は認識いたしております。

　ただ、それぞれの委員のご意見はご意

見として受けとめた中で、より適正な教

科書採択にかかわる教育行政には努めな

ければならないと思っております。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　温水プールに関

わりますご質問にお答えいたします。

　温水プールの窓口及び清掃業務はシル

バー人材センターに委託しておりまして、

特定な人材を指名することができないた

め、シルバー人材センターのほうにもこ

の件に関しましては強く要望し、指導し

てまいりました。

　それと並行しまして、指定管理者であ

ります水泳連盟にも指導しており、最近

ではそのような声は届いておりません。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　校務員でしかできない

業務は何かということで、お答えさせて

いただきたいと思います。

　校務員業務につきましては、なかなか

表現できにくい部分があろうかと思いま

す。

　校務員は学校の環境美化等を全般にわ

たりまして多様な業務をこなしていると

ころでございます。学校内で工具や道具

を持ち歩き、働いているのは学校の校務

員でしかおりません。そういった一年を

通して草刈り、除草作業、剪定作業、樹

木管理、あと修理としましては、サッシ、

窓、扉、ドア等の部品の交換、また蛍光

灯の交換もございます。蛍光灯も学校、

多いところでは１，０００本以上入って

いるところでございます。そういったこ

とに関して日々の点検業務、そしてまた

今、問題となっております学校の劣化に

伴います日々の点検業務等も校務員のほ

うが率先してしていただいているところ

でございます。

　また、以前にも子どもの安全を見守る

ということで、学校内を小学校の校務員

が授業時間中に午前１回、午後１回とい

うことで、不審者はいないかということ

での見守りもしておるところでございま

す。

　それで、あと共同作業として、一人で

はなかなかできない業務もございます。

そういったときには他の学校からの校務

員も集まりまして、共同作業ということ

で、より効率的に業務を行うといったそ

ういったことも行っているところでござ

いますので、なかなか校務員だけしかで

きない業務というのは、表現が難しいと

ころがあろうかと思います。

　どうしても緊急に対応しなければなら

ない部分も、学校の老朽化も、設備の老

朽化も進んでおりますので、そういった

ことを考えますと校務員の業務も多種多

様にわたっておるものかと考えておりま

す。

　本来、学校の先生は子どもたちに教育、
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授業を教えるということが本来の業務で

ございますので、校務員は学校の環境美

化等に業務を持っておるということでご

ざいます。ご理解をいただきますよう、

よろしくお願いをいたします。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　まず１点目の

不登校等の長期欠席者の学力保障に関し

ての改善のための方法というご質問にお

答えいたします。

　不登校等の理由でほとんど学校に通え

てない子どもの学力の問題は、非常に深

刻であり、教員にとってもたいへん心を

悩ませる問題でございます。

　教員側につきましては、定期的な家庭

訪問等をしながら子どもに対してあるい

は家庭に対して、常に気を配ってる、目

を向けてるということを発信する、この

ような取り組みを行ってる現状でござい

ます。また、先ほど児童相談課長からも

答弁いたしましたように、何とか学ぶ機

会を保障できないか、さまざまな働きか

けを行っておるところでございます。

　そんな中で、義務教育の意味というも

のをもう一度、問い直す必要があろうか

と思ってます。もちろん学校の教員にとっ

ては、義務教育の教育課程を子どもにき

ちんと習得させる義務があると思います。

一方で、子どもが安心して学校に通える

ように取り組んでいく家庭や地域の責務

もあろうかと思います。そんな中で、次

世代育成部という部もございますが、さ

まざまな大人たちが子どもたちが安心し

て学校に通い、学んで力をつけていくよ

うに働きかけることが必要かと思ってい

ます。今、いろいろな子どもについての

取り組みを行っておりますが、それを継

続し、行っていくとともに、改めて今、

学校に通えていない子どもたちのことを

忘れてはならない、そんな状況もつくっ

ていきたいと思っております。

　なかなか一朝一夕に効果が出ることは

ないかもしれません。しかし、忘れずに

取り組んでまいりたいと考えております。

　それから、もう１点、学力調査に関わっ

ての問題に私のほうからご答弁させてい

ただきますが、渡辺委員ご指摘のとおり、

小中学校の時代にしっかり鍛えることは

学力の面でも重要であると思っています。

この時期に必要な繰り返し学習であると

か、行うべきことを徹底して行うことは

大変重要です。もちろん各学校で今、さ

まざまな取り組みを行っておるところで

すが、その取り組みを継続して徹底して

行うよう、現在、教育長ヒアリングでも

指導しておるところでございます。

　一方で、切磋琢磨と申しますか、競争

に関しての問題でございますが、各学校

ごとの成績公表は現在、考えておりませ

ん。ただし他校から学ぶ、そういうこと

は必要だと思っています。効果を上げて

いる学校の取り組みは、自校とどう取り

組みが違うのか。我が校は我が校という

考え方がこれまで余りにも強かったよう

に思います。そういう意味では、他校か

ら学ぶことは大変重要でありますし、先

ほど申し上げた教育長ヒアリングでも現

在、各校長に指導しておるところでござ

います。

　一方で、各学校で年度ごとの学力調査

の結果の上下動といいますか、波もござ

います。そんな中で自校の取り組みが果

たしてよかったのかどうか。点数をもと

にしてもっときちんとした検証も必要か

と思っています。校長会の役員のほうで

も各校の取り組み、また自校の取り組み

がどうだったか、お互い情報交換を図り

ながら全市的に学力向上を図りたい、そ

んな考えもようやく出てまいりました。

もちろん学力調査はできる、わかる、こ
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のほうが子どもにとってより学ぶ意欲も

向上するものでございます。今、申し上

げたような取り組みを今後も推進してま

いりたいと思っております。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　中国帰国子女等教

育事業に関わりまして、私の答弁の中で

母語と母国語を途中から混同、混乱いた

しまして説明しておりましたので、申し

わけございません、もう一度、改めてご

説明申し上げます。

　日本語指導は中国等、海外からの帰国

あるいは渡日した児童、生徒の生活のた

めの日本語、それから学習のための日本

語、これを指導するものでございますが、

あわせて子どもたちが幼少期から普通に

使っていた言語、母語でございますが、

また保護者が現在も家庭で使っている言

葉、これを母語と申しますが、母語を指

導することで保護者と子どもたちのコミュ

ニケーションも保障すると。また、幼少

期を過ごした国の文化、これも母語とあ

わせて伝えることで、子どもたちの育っ

てきたみずからの歴史、こうしたものも

把握させアイデンティティーの形成とし

ているということでございます。

○大澤千恵子委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　進路選択支援事業

についてお答えいたします。

　進路選択支援事業は、家庭の事情や経

済的理由によって子どもが自分の夢や希

望を諦めることがないよう、高校進学や

大学進学についての情報提供や、奨学金

や入学資金融資などの支援を行うため、

府からの補助を受けて行っている事業で

ございまして、大学進学者の相談でござ

いますが、単に高校生だけをお受けして

いるわけではなく、高校中退者やまた検

定等で受験資格を得られた方等の相談も

受けております。もちろん高校でも進路

指導はされていることとは思いますが、

児童相談課でお受けしますケースは本当

にいろいろ相談した結果、どこにも相談

するところがなくて非常に困っておられ

るケースや、経済的にかなり厳しい状況

にある方で、子育て支援課や社会福祉協

議会とも連携しながら支援を必要なケー

スもありまして、そのような困難なケー

スについての対応をさせていただいてい

るという現状でございます。

○大澤千恵子委員長　登阪部長。

○登阪教育総務部長　民族学校在籍児童・

生徒への就学援助についてのご質問にお

答えしたいと思います。

　まず、現在、国を挙げて拉致被害者の

救済、その問題の解決に向けて全力を挙

げて努力されていることについては十分、

認識をいたしております。

　民族学校在籍児童・生徒への就学援助

の問題を考えるに当たりましては、その

ような視点とあわせまして、教育的観点

から現在、国で取り組まれております高

校無償化の動き、これと切り離して考え

ることはできないというふうに考えてお

ります。

　現在、国の高校の無償化、これは公立

高校を対象としたもので、私立の高等学

校につきましては就学支援金という形で

支給されております。また、専修学校や

外国人学校等につきましても、文科省の

定める適用基準に該当する場合につきま

しては、その学校に通う生徒、家庭に対

しまして就学支援金が支給されます。い

わゆる個人給付でございます。

　現在、朝鮮学校につきましては、国の

レベルにおきましては、適用基準に該当

するか否かにつきまして、審査が継続さ

れておりまして、結論が出ていない状況

でございます。先に就任されました田中

文科相がそろそろこの問題についても結
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論をということをおっしゃっておりまし

たけれども、今回、解散ということにな

りましたので、今後、国の動きが注目さ

れるところでございます。特に、現在、

国が示しております適用基準の中で、朝

鮮学校につきましても支給の対象校とす

るのか、あるいは不支給とするのか、そ

れによって当然、そこに通っておられま

す生徒、家庭に支給、不支給という形に

なるわけでございます。それか新たな基

準を設けて判断をされていくのか、この

あたり非常に我々としても注目するとこ

ろだというふうに思っております。

　したがいまして、現時点におきまして

は国のそのような状況がございますので、

いわゆる民族学校在籍児童・生徒の就学

援助の問題につきましても、市で一定の

判断をするのは現時点ではやっぱり難し

いかなというふうに思っておりますので、

今後、国の動き等を十分、注目しながら、

さらなる検討を深めて結論が出るように

努力をしてまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　教科書採択の問題です

けど、分母と分子じゃないんやけど、教

育委員は５人ですよね。その中でそうい

う指摘があって、その方は欠席されて、

採択の賛否に関しては最終的な段階に来

られてないんですか。そりゃ１００人ぐ

らいおる中の一人やったら別ですよ。こ

れは、教育委員５人の中でそんな状態が

望ましいのかどうかということをあんた、

考えてもらったらわかる話ですわ。そう

でしょう。一人一人の限られた方々で、

限られた方々を市長が提案して、議会は、

それを認めたわけです。そういう限られ

た方々の中で、一人がどうしてもそうい

うような状況やからそれに加わってない

ようなことが、それが公正とかなんとか

言うとるけど、それが望ましい状況かど

うかというのは判断されたらわかるわけ

ですやん。そして、ましてや一教育委員

の中からそういう指摘があって、それに

対して不適切ちゃうかというようなこと

の議論があったわけですから、分母と分

子ですわ。本人の中のそういう形のこと

が望ましいかどうかということを考えて

もらったらわかる話で、その辺も、あく

までも公正やら適正やらというんやった

ら、その辺、徹底的にこれから議論して

もよろしいし、そんなご答弁やったら私

は納得いかへんからね。そんなことを繰

り返すんやったら、委員長にお願いして、

きちんと答弁の話し合いをしていかなあ

かんと思いますので、その点は再度、ご

答弁をお願いしますわ。

　それから、温水プールですけど、最近、

あなたのところにはそういう形はないに

しても、僕のところには来とるんですよ。

そやから言うとるわけですよ。最近、何

もなかって、私のところに来なかったら

こんな質問してないわけですやん。そう

いうクレームが私のところに来てるんで

す。そやから指導してくれ、どうですか

ということを聞いとるわけであって、決

算の審査ではありますが、とりあえずそ

ういうことなので、そういうご答弁は、

ちょっと何かひっかかるんですよ。

　それから、校務員に関して岩見課長が

おっしゃってくれて、校務員しかできひ

ん仕事というのは一体、何かということ

を聞いとるんですよね。例えば、蛍光灯

を換えるのやったら業者を呼んで頼んだ

らいいわけです。まあまあそういう点は

今後はずっと不採用でやっている。ただ、

学校の給食調理員じゃないけど、結局、

よその事務職とかいろんなところに移り

はりましたわな。そういう事例があるわ

けですやん。だから、校務員の方々もそ

ういう形の教育委員会のほかの部署に行っ
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てもらうとか、そういうようなことを検

討されるべきちゃうかなと私は最終的に

言いたいんです。見とる限りは、ちょっ

とおかしい、それじゃあ業者を呼んで直

してもらおうかとか、それから生活指導

に関してはあくまで僕はやっぱり教員が

やっていかなあかんというふうに思うん

であって、例えば、家庭の事情がそこの

保護者と綿密に連絡を取り合いながら教

員の方々はそういう生活指導をやるべき

なので、校務員が一つ一つの事象に関し

てそれを生活指導というのは、ご答弁を

聞いとったら、どうも違うんちゃうかな

というような感じがするんです。だから、

将来的に考えてそういうような形の方向

に行かれるんかどうかだけ、ご答弁をお

願いしたいと思います。

　進路選択支援事業に関してはよくわか

りましたので結構です。

　それから、学力定着度調査事業ですけ

ど、何かこれ、それなりにこれからいろ

いろ考えていかはるということはご答弁

いただいたんですけど、大げさな話にな

りますけど、人間、生きとし生ける物は

何らかの一つの競争の中で生きとると私

は認識しとるんです。これは自然界にお

いても人間界においても多分、そうやと

思います。それがこの何十年間の間に学

校の先生方の中では、あくまでも平等と

いう一つの観点から、競争を否定するよ

うな一つの傾向があったんではないかと

いうような感じがするんです。その中で

学力の問題もそうやけど、さまざまな問

題が惹起してきたこともあるわけであっ

て、だからあえて言われとる理屈もわか

るんです。やっぱり学校というのは単に

学力だけじゃないということ、そしてさ

まざまな人間関係とか、さまざまな問題

をやっぱり学習するためのところという

のは十分わかった上で、だから学力だけ

を特定して私は質問をさせていただいと

るんですよね。だから、何か競争が物す

ごく人権を侵すんじゃないかとか、そう

いう考えは個人の学力に関しては私はな

いと思うんです。それやったら受験制度

もみんなやめなあかんわけです。大学受

験は一切やめてそういう形でせなあかん

わけで、現実的にさまざまな競争を勝ち

抜いていってこれから先の受験というの

を考えていかなあかん中で、あくまでも

それを競争の原理じゃないけど、そうい

う成績別で競い合わすというのは、これ

は当然な一つのことではないかというふ

うに私は思うんであって、その辺に関し

て再度、ご答弁をお願いしたいと思いま

す。

　それから、中国帰国子女の問題につい

て、説明はわかりますけど、授業の内容

が非常に私、興味があるんです。一度、

そういう授業の内容を聞きたいなと思い

ながら、これはこの辺はやめときたいと

思いますので、一遍、そういうチャンス

をつくってください。

　それから、就学援助に関しては、やっ

てない市もあるわけですよね。当然、そ

ういう形のことをやってない市があるわ

けであって、どっちかといったらそっち

のほうが多いんちゃうかなと思う。その

中であえて摂津市が、また教育委員会が

やってるというきちんとした納得いける

ようなやっぱり理由づけというのがない

とあかんわけですよ。それが例えば２０

年前、３０年前に通っとった理屈が、今、

現実的にやっぱり国際関係とか日本の状

況とかそういうさまざまな被害者が出て、

あの国に対してはどうこうというような

日本人が一丸となってやっぱり対応して

いかなあかんという状況というのも現実

にあるわけであって、これは教育委員会

だけでどうこうはこれはできない問題か
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もしれませんけど、これは来年の予算に

対してどのようなことをされるのか興味

津々でこれから見続けていきたいと思い

ますので、その辺でこれは結構です。

　ただ、僕はこの前のときにこれをしっ

かりと検討しとってくれよと言うた中で、

その結論が出てないということ。僕はい

つも言うようやけど、この委員会自体を

どんなふうに思ってるんかということの

問いかけをしときたいと思います。例の

修学旅行の問題からありましたように、

この委員会で質問したことをどういうよ

うな状況で議論して、それに対してどう

いうふうな対応をしたかということが非

常に今回のご答弁では私は理解できない

んですよ。だから、その辺に関してしっ

かりと再度、宿題を与えときたいと思い

ますので、来年度の予算に関して非常に

楽しみにしておきますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○大澤千恵子委員長　馬場教育次長。

○馬場教育次長　教育委員の関係でござ

いますが、まず前回の教育委員会で採択

をする教科書の関係で、一人の委員が欠

席された理由なんですけれども、基本的

に地教行法の１３条に利害関係者がいる

場合は参加できないという項目がありま

すので、その委員みずからが申し出され

て、こういう事実ですので私は欠席させ

ていただくということで委員長に申し出

されて、委員長がこういう申し出があり

ましたので欠席しますということを述べ

られて欠席を認めたということが経過で

ございます。

　ただ、その中である委員は、そういう

ことであれば私もそういう方が入ってる

こと自体がおかしいという意見を述べら

れたということなんです。ですから、そ

の委員が指摘されてこの委員が欠席した

ということではなくて、みずからがそう

いう申し出をされて、私は教科書の執筆

者であるから、１３条に該当するから欠

席させていただきますという欠席通知を

委員長に出されたと。委員長が教育委員

会にそのことを報告して、欠席になりま

すということを言われて了承されたと。

まずそういうことが今回の経過でござい

ます。その中で、ある委員は、そういう

ことであればやはり私はおかしいと思い

ますという意見を述べられたということ

でございます。

　そういうことを踏まえて、おっしゃっ

てるように、５人しかいない教育委員が

そういうことで欠席することによって、

５分の５が５分の４になってしまう。そ

の影響は大きいんじゃないかというのは、

おっしゃられるとおり、そういうことが

事実、ありましたから、一人の教育委員

が欠席されたからいなかったというのは

事実でございますので、そのことはおっ

しゃるとおりかと思います。

　ただ、私は一般論でしか申し上げられ

ないんですけれども、一般的に教育委員

を選定する場合には、そのときどきのそ

の市、その市のさまざまな教育問題があ

ると思います。学力の問題もあれば、社

会教育の問題もあれば、生涯学習の問題

もある。そういった中で、やはりそのと

きどきにおいて、より適切な教育委員を

判断して一応、選定いただいて、ご承認

いただいてるという中で、この５人の教

育委員はさまざまなやはり地元の方もお

られれば、地元で経済活動される方もお

られる思いますので、その中でやはりも

し仮に利害関係者になれば、その部分に

ついてはやはりご遠慮いただくというそ

ういうことは今後もしなければなりませ

んので、今回は教科書採択で執筆委員で

あったということがありましたので申し

出されて、そのことについて欠席された
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ということです。

　もう一人の方は、それやったら最初か

らおかしいんじゃないですかというそう

いう意見が出て、私は了承できませんと

いう意見を申されたんですが、しかし最

終的には執筆者が書かれたＡ社の教科書

についての、５人といいますか、欠席さ

れてますので、教育委員会全体が合議体

としてこの教科書を選ぶということにつ

いては、その委員も反対はされなかった

と、そういう経過でございます。

○大澤千恵子委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　校務員業務について将

来的にどのような方針を持っているのか

ということでございます。

　昨年度の任用替え試験で学校校務員１

名が試験を受け、合格をして、平成２４

年の春から１名が事務職員となってござ

います。今後も人事課が任用替え試験を

行うと伺っておりますので、その試験の

エントリー、またその試験の結果、また

今後の退職者数等を見ながら校務員業務

の民間委託につきましても、第４次行財

政改革の計画に沿って進めるところは進

めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いをいたします。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　プールに関しま

す件につきまして、ご答弁させていただ

きます。

　プールの指導員等も含めまして、中に

従事する者に対しまして今後、利用者の

声を聞けるような形のコミュニケーショ

ン能力を高めてもらえるように再度、要

請するとともに、ここではまた改めて研

修を含めて改善を要請してまいりたいと

思います。

　それから、今後、我々もこういう事態

についても広く耳を傾けられるように注

意してまいりたいと思いますけども、ま

た委員のほうにもいろんなお声が聞こえ

るようでしたら、こちらにもお知らせい

ただければありがたく存じます。よろし

くお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　学校における

競争に関しての考えについて述べさせて

いただきます。

　かつて運動会の徒競走でゴールのとこ

ろで全員が手をつないでゴールインする

など極端な取り組みが、一部の学校で存

在していたこともございます。

　しかし、子どもたちに学力を初め、さ

まざまな力をつけていく上で、必要な競

争はやはり存在すると思っております。

例えば、現在、運動会では切磋琢磨しな

がらゴールを目指すわけでございますし、

１００マス計算など、時間を競うような

取り組みもございます。また、漢字の習

熟度をもとに番付をつくって番付上位を

目指す、そんな取り組みをしてる学校も

ございました。したがって、競争という

ものが学校現場から排除されるべきもの

ではないと捉えております。

　ただ、学力調査の得点そのものにつき

ましては、一方で学習状況調査もござい

ますし、子どもたちの生活環境、またさ

まざまな意識の問題もございます。そん

な中で、点数のみを比べて競争する状況

というのは、まだいささかそのような状

況には至ってない、周りの状況からしま

しても、そんなふうに考えています。

　ただ、先ほども申し上げましたように、

学力調査においてできる、わかる状況、

これを向上させていくことがより望まし

いと思っております。したがって、他校

でさまざまな課題を解決しながら点数を

伸ばしていった状況等はきっちり把握し

ていただいて、それぞれの学校が自校の

取り組みに生かしていただきたいと思っ
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ています。そんな意味では、他校の状況

も十分、意識していただけたらと、今、

考える次第でございます。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　馬場教育次長がご答弁

されとる中で、私が最初に言うたように、

これは公平・公正でやられたのかという

ことを言っていますよね。そして、あな

たのご答弁は公平・公正でやりましたよ

となっとる。しかし、こういう問題が実

際にあったわけですよね。そして、ちょっ

と認識の違いかもしれんけど、言うては

る教育委員の一人は非常にそのことを最

初に指摘されたというような形を僕は聞

いてるんです。だから、そういうふうに

辞退された中で、そういう形でその内容

を言うたときに、それはぐあい悪いんじゃ

ないかという以前に、僕が聞いとるのは

先に指摘されたということを聞いた。

　それと、時間的なことがあって、ばん

やむを得ず教科書に関してはそこでそれ

以上、言いませんということになったと

いうことを私は聞いてるんです。だから、

みんながオーケーという形でなったとは

私は聞いてないんです。

　だから、そういう点でまともな状況、

そしてましてやその方は東京書籍ですか、

以前からそういう執筆活動をやってはっ

たと聞きました。その方を教育委員に任

命して、そのことまでおれらが調べて知っ

とたらよかった。実際の話は、僕は、そ

ういう時点で教育委員を辞任されるべき

やったと思います。というのは、教育委

員会議に入る、入らんは別にして、その

方が執筆されとることは調査員もみんな

わかっとったわけですわ。調査員はね。

そうでしょう。だから、その時点にその

方がおらんかっても、調査員の方々がそ

の方が執筆者やということがわかっとっ

たわけでそれを選んだわけですから、そ

ういうことから考えますと、これは私は

公正だとは決して思ってないんですよ。

　例えば、今、吹田市でいろんな事件が

起きてますよね。トップの方が、私は知

らんかったんや、そんなもん全然、そん

なこと言うた覚えないねんとかと言うて

はるようなことも聞いたりしてますよ。

しかし、その方々の関係が現実にあった

から周りがそういう方々に配慮してそう

いうことになったということもあるかも

しれません、一つの事例として。そやか

ら、我々の立場が非常に公的な立場とい

うのは慎重に対応せなあかんということ

になっとるわけですやん。さまざまな法

律やら、さまざまなやっぱり常識的な倫

理観を持って対応せなあかんというのは、

公の人間のこれはやっぱり絶対せなあか

んことですやん。そうですやろ。そやか

ら、その覚悟を持ってみんなそれぞれの

教育委員の方々もなってはると思うんで

すよ。だから、そういう影響は全くなかっ

たというて胸を張って言えるかというこ

とだけ言うてみてください。それを私は

言いたいんです。

　同じ答弁でお互い平行線やったらあか

んから、一遍、休憩してもらいましょう

か。

　校務員の件に関しては、それはわかり

ましたので、そういう方向でいっていた

だきたいと思いますので、やってくださ

い。

　温水プールの件に関しても、運営が間

接的にどうしてもなってしまいますよね。

間接的になっとるから、人任せというた

ら言葉が悪いんですけど、図書館の問題

とかいろいろみんな質問されてましたけ

ど、やっぱり責任は全て摂津市になるわ

けですわ。そういう点からやっぱり十分、

目が行き届いてないことになるので、目

が行き届くようにやっぱりしっかりとそ
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の辺は今後、指導または監視をお願いし

たいと思うんです。任せとったらそれで

いいではあかんわけですから、その辺だ

け強く要望しときます。

　それから、学力問題の競争の件です。

多分、前馬次長と私の考え方というのは

７割方、一緒やと思うんです。そして、

当然、今、言うたように、変な風潮とい

うたら何やけど、おっしゃったように、

運動会で手をつないでゴールするという

のが、いかに社会的に考えても異常やと

いうことをわかってはらへん先生方が現

実におったわけです。だから、そういう

考え方でいうたら、今、言うたように、

学校別とかそういうことを否定するとい

う方々が現実に過去においてはおったわ

けであって、やっぱり自然な形の健全な

競争というのは当然、伸ばしてやらなあ

かんわけであって、それが僕は一番の薬

ちゃうかなというふうに考えますので、

その辺はさまざまな情報を得ながらこれ

からやっぱり取り組みをやっていただき

たい。これも要望しときます。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩します。

（午後１時４０分　休憩）

（午後２時２９分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　和島教育長。

○和島教育長　それでは、教科書採択に

つきまして、私のほうからご答弁をさせ

ていただきます。

　平成２３年度中学校教科用図書の採択

において、公正・公平の確保ができてい

ないのではないかとのご指摘をいただき

ましたが、今後はこのような疑問が生じ

ることのないようにより一層慎重に取り

組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員の質問が

終わりました。

　柴田委員。

○柴田繁勝委員　最後ということになり

ますけれども、少し質問させていただき

ます。

　今回は、一つ総括として、私はこの決

算を見せてもらうときには、その予算に

対しての執行率を一度見るんですけれど

も、確かに委託しているようなものは１

００％、また努力されていて９５％とか

９８％とか。しかし、またその中には十

数％という当初の予算に対しての執行率

が非常に数字的に見て低いというような

ものもございますね。私はやはり１００

円のものを９５円で努力して５円余って

９５％の執行率ということは、これは大

いに歓迎すべきだと、そういうふうに思

います。しかし、せっかく予算で組んで

あるのに、それの１０％か１５％の執行

率ということになれば、当初から何かやっ

ぱり問題があったのかというふうに見る

わけです。そういうことで、きょうは一

つ一つ取り上げていけばいいんですけれ

ども、時間がございませんので、今日こ

うして教育委員会の中で各部の中で事業

を行われた執行率について、各部長はこ

の執行率をどのように捉えておられるの

か、これで十分なのか、それともう少し

今後にやっぱり問題が残るような執行状

況があるのか、また、努力してこういう

ふうになったのかというようなことも含

めてひとつお答えをいただければと思う

んです。

　それから、先ほどの渡辺委員の質問と

も重なるんですけれども、また、それか

ら先日の安藤委員、川端委員の質問など

も聞かせてもらって、今回総体的に決算

として皆さんそれぞれのやっぱり内容の

濃い質問をされたと理解しているんです

が、特に私もお聞きしたいのは、英語サ

ポート教育です。今、ちまたでは小学校
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６年生で英検３級というんですか、何か

それぐらいの資格を取ってもらえるよう

なレベルに上げていきたいというような

ことも聞いております。私は過去に英語

教育について、日本の中でほとんどが進

学のための英語教育であって、実際社会

に出て役に立つということが少ないので

はないか。特に日本の国民性からいうて

英語というものを使って外国へ行って堂々

と旅行したり、外国の人と接触するとい

うことはどうも苦手だし生かされてない

なと、そういう意味では小学校６年生ぐ

らいまでに片言の英語で会話ができるぐ

らいの英語力をつけていくということも

大事ではないかと。これは過去に一度お

尋ねした経緯もあるんですけれども、こ

ういうことで今、大阪府も考えておりま

すし、我々もせっかく英語の勉強をして

もらうんですから、小学校を上がるころ

には簡単な会話ができるぐらいの英語能

力をつけていくというようなことをこれ

からのこの使える英語プロジェクト事業

も含めてお考えになっておられるのかど

うか。また、ただ能力を上げるといいま

しても、実際その能力が本当に上がって

いるのかどうかということは何らかのやっ

ぱり形であらわしていかないかんと思い

ます。そういうことでは、例えば英会話

コンテストというようなものを開くとか、

そういうふうな方向で小学校を卒業する

ころにある程度の英会話ができるぐらい

のところまでレベルアップをしていくと

いうような今後お考えはないのかどうか

ということをお聞きしておきたいと思い

ます。

　次に、摂津音楽祭のことです。これも

渡辺委員が詳しくお聞きになりました。

また、布川次長からもお答えになってお

ります。平成２４年度で２７回ですか、

この音楽祭については摂津市ではともか

くとして、全国レベルで見て、摂津音楽

祭はクラシックの登竜門とかというふう

に言うて高く評価されているということ

です。そういうことでは、間接的にです

けれども、摂津の名前を全国に多く知ら

しめているということでは、大きなやっ

ぱり波及的効果はあるんだろうと思うん

です。しかし、この２７回する中で、過

去に摂津市の人の参加、また動員、いろ

いろなことから、もうこれは一定の一つ

の事業として達成したのではないのかと。

また、次の方向のやっぱりコンクールな

どを開く必要があるのではないかという

意見も出ていたというように思います。

過去に森川市長の時代に邦楽コンクール

というのをやったらどうかということで、

真剣に教育委員会のほうなり、担当のほ

うで考えていただいて、毎日放送の後援

を受けて開こうというところまでいった

んですけれども、途中で空中分解してし

まったというようなことがあって、今残っ

ているのがこの洋楽コンクールですね、

こういうことです。

　非常に高い予算というのか、大きな予

算を使っていますけれども、これも説明

してあげてほしいのは、参加する人の負

担金もかなり高いと思うんですよ。だか

ら、総支出はこれだけれども、その中か

ら総収入がこれだけあるというようなこ

とも少しは説明してあげないと何か市の

持ち出しが６００万円も７００万円も出

ているのではないかというようなことで

は、参加して、それなりにやっぱり費用

を払って、ここのコンクールへ来ておら

れる人の気持ちというのもありますから、

そこらはやっぱり説明してもらいたいと

思うんです。

　それから、いよいよこれがあと３年後

ですか、３０周年、私は少なくともここ

まで来てますから３０年ぐらいはひとつ
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やっていただいて、そしてもう一つはこ

の中から出ていかれたいろいろな、摂津

音楽祭から出て、今全国的に、いや、ま

た世界的に活躍しておられる方も出てお

られるのではないのかなというふうに思

います。そういう方々のひとつ経歴も含

めた３０年を振り返ってというようなこ

とで、ひとつこの摂津音楽祭の今日まで

の取り組みと意義というようなものをや

はり何らかの形であらわしていく必要が

あるのではないのかなというふうに思い

ますが、例えば３０周年を記念にしてやっ

ていかれるというようなことがあるのか

ないのか、ひとつお聞きしたいと思いま

す。

　それから、最近ゆとり教育ということ

で、平成２３年度もいろいろとご検討い

ただいていると思うんですが、ゆとり教

育ということと、それからまた最近は教

育指導要領が変わりまして、また授業を

増やして、言葉は悪いですけれども詰め

込み教育ということになるのかと思いま

すが、レベルを上げていくためには今日

までのゆとり教育にやはり若干の問題も

あったということで、そういう方向にチェ

ンジしてきています。最近そこでよく言

われていますのは、抽象的な言い方です

けれども、教育の中に確かに学校の義務

教育でやっぱりいろいろと勉強していか

ないかんことを教えていくということも

大事ですけれども、これからのやっぱり

社会へ出て、本当にこの学校教育を通し

て人間がどう育成されてきたのかという

ことが問われる時代が来る。また、それ

が一つの生きていく指針になってくると

いうことで、この言葉がいいのかどうか

わかりませんが、先般放送などを聞いて

おりましたら、「思い出教育」という、

思い出って何だということになりますけ

れども、やっぱり学校を卒業して何十年

たったときに、その教えてもらったこと

がその人の生活の中に十分浸透して、学

校での思い出なり、また生き方への大き

な力になったりするような教育も必要な

のではないかなと、こういうふうにも思

うわけです。

　最近、また土曜日の授業をやるという

ようなテストケースも出ているようです。

その中に、ちょっと話はそれますけれど

も、例えば日本古来の文楽ですね、こう

いうものに対しても大阪府のほうは補助

金を廃止するんだと。しかし、何人以上

の見学者というんですか、それを見る人

があれば、それは補助金に値するんだと、

こういうような考え方を出しておられる

こともあります。私は、確かに日本の古

来の古典芸能なり、歌舞伎だとか、文楽

だとか、やっぱり子どもの情操教育とし

て必要だと思うんです。そういうときに、

この思い出教育といいますか、土曜日な

り、また週日を使ってでも身近なそうい

う文楽なり、歌舞伎を鑑賞できるような

場をむしろこちら側からつくっていくと

いうような必要もあるのではないかと思

うんです。そういう意味で、教育委員会

のほうで、そういう鑑賞をするような時

間をカリキュラムというんですか、そう

いうものを組んでいくというお考えは今

後ないのかどうか、これも聞いておきた

いと思います。

　それから、これもまた、渡辺委員も言

われて、私も一度聞いてみたいと思った

んですが、特にこの不登校の問題です。

先ほど渡辺委員が本当に低学年の学力し

かないのに、中学校を卒業していって、

一体、子どもをどうやっぱり見守ってい

くんだと、こういうことをおっしゃった

と思います。私も過去に不登校の子ども

を持たれる親御さんと話をしたことがあ

るんですけれども、もう中学校１年生の
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ときは、１学期ぐらい出られて、そして

もう２学期になってから不登校になり出

して、３年間通して約１年行っていない

と言うんですよね。６か月から１年未満

ぐらいの出席日数にしかなっていない。

これは高校だとか、そういう学校であれ

ば授業単位が足りないということで留年

とか、言葉は悪いですけれども、落第と

かということがあるんでしょうけれども、

義務教育の中では、もうエスカレーター

でずっと上げていってしまう。だから、

そういうことがあっても一応卒業させて

いくんだということをおっしゃったんで

すね。そうすると、この卒業した子ども

さんが一体社会に出てどうなさるんだろ

うということで、非常に心配ですねとい

う話をしたときに、ご本人は料理か何か

の学校に行って、そういう技術を身につ

けたいというようなことをおっしゃって

いるので、指導としてはそういう技術的

なものを習得して、この荒波の人生に立

ち向かってもらいたいというようなこと

での指導もしていきたいんだというよう

なことを、過去にそういう話を聞かせて

いただいたことがあるんです。私は、やっ

ぱり今日の中で、中学校で我々の時代は

半分ぐらいが高校に行きまして、半分ぐ

らいは就職、その半分ぐらいが定時制高

校とあわせて就職をするというようなこ

とがあったんですが、平成２３年度では

摂津市の五つの中学校の中で、中学校だ

けで社会へ巣立っていかれる人というの

は、どれぐらいの数になるのか。もし、

そのデータがあれば教えてほしい。

　そしてまた、社会へ出ていかれた後、

これからの長い人生をやっぱり生き抜い

ていただくわけですから、その子どもた

ちへのフォローというものは、今後どの

ようにしていかないかんのか。教育とし

て、どういうふうにしていったらいいの

かというようなことが少し案じられると

ころですが、何かお考えがあれば聞かせ

ていただきたいと思っております。

　それから、平成２３年度、学校の校舎

の壁が落ちたとかいろいろな問題があり

ました。これを読んでみますと、ほとん

どが校長先生がそれを常にチェックして

報告をしなければならないというふうに

書いていた部分があると思うんです。こ

れを見ていますと、校長先生の仕事って

大変やなと、こんなことまで全部やらな

いかん、また学校の問題もやらないかん

となると、ここでうたわれているような

ことを忠実にやっていこうと思ったら、

校長先生がひょっとしたらばててしまう

んじゃないかなと思ったりもするんです。

そういうことで、劣化したものが落ちて

きたとか、いろいろ校舎なり、またその

建物ですね、またそういうものがつぶれ

てきたような状況を常に校長先生が把握

しなければならないということだけでい

いのかどうか。もっとそれを学校全体で

やっぱり把握していくということも要る

んじゃないのかなと思いましたので、そ

の辺の取り組みといいますか、考え方も

あれば聞かせておいていただきたい。

　ほかに尋ねたいこともありますけれど

も、とりあえずこれだけお尋ねしますの

で、よろしくお願いします。

○大澤千恵子委員長　馬場教育次長。

○馬場教育次長　一番最初に予算全体に

対する執行の問題をお聞きしたいという

ことで、質問いただきましたので、全体

的なことで私の担当の部分でお話しいた

しますけれども、当初予算ですね、ご審

議いただく中で一定必要な事業量を把握

して予算をつけていただいておるつもり

でございますが、執行の段階で、やはり

財政の問題もございますので、より効率

よく、最小の経費で最大の効果が上がる

－39－



ようにということで、やはり１円でも安

く買えるものは１円でも安く買うという

ような努力もさせていただく中で、若干

の不用額が出てきたりする場合もござい

ます。ただ、そういったケースだけじゃ

なくて、例えば当初ですね、大阪府と国

等の情報をとりながらも、最終的に府の

予算がこちらの思った数字以下になって

しまって、当初組んでいた部分が、例え

ば７５％程度の補助金しか来なかって不

用額になるとか、そういったケースもあ

ると思います。我々としましては、より

確実に情報をとりながら、必要な事業量

についてご説明する中で、予算を組ませ

ていただいて、ついた予算につきまして

は、やはり市民の税金でございますので、

より適切に執行できるよう、そして対象

者にその便益が行くように吟味して執行

していきたいと考えております。せっか

くの予算ですので、よりよく今後とも使っ

ていきたいなと思います。よろしくお願

いいたします。

○大澤千恵子委員長　登阪部長。

○登阪教育総務部長　教育総務部に係り

ます全体の予算についてご答弁申し上げ

ます。

　私どものほうも与えられた予算をやは

り有効活用していくということで、日ご

ろから努めているところでございます。

今回、平成２３年度の決算を見ましても、

教育総務部に係ります部分につきまして

は、一部事業費等で若干不用額がかなり

出ている部分もございますけれども、基

本的には適正な執行ができているのでは

ないのかなというふうに考えております。

特に、私どもどうしても工事が多ござい

ますので、平成２３年度につきましても

小学校の普通教室の空調機の設置工事と

か、あるいは摂津小学校の給食調理場の

改修工事、それから耐震工事ということ

で、千里丘小学校の体育館の耐震工事と

かを行っておりますけれども、適切な執

行率になっているのではないのかなと思っ

ております。

　今回、平成２３年度の決算を改めて、

我々も検証いたしまして、平成２５年度

予算を含めまして、政策的な経費はもち

ろんのこと、経常的な経費につきまして

も改めて検証して、より無駄のないよう

な予算作成に向けて努力してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

○大澤千恵子委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　生涯学習部の予算・

決算につきまして、ご説明させていただ

きます。

　私ども生涯学習部におきましては、５

億円ぐらいの予算を使わせていただいて

おりますけれども、その中で実際にソフ

トな面といいますか、文化事業に使って

おりますのは３，０００万円少しの予算

でございまして、これは決算上３，００

０万円ということでございますけれども、

その多くが施設の維持管理、あるいは人

件費に消えていっているという状況の中

で、その中で文化、あるいはスポーツ事

業をやっております。生涯学習は、青少

年の部分が抜けましたので、成人を対象

とした社会教育、それから文化・スポー

ツの振興、文化財保存事業ということで

事業を進めております。その中にありま

して、特に文化事業におきましては、こ

ども展覧会、美術展等、演劇祭もござい

ます。それから芸能文化祭もございます。

そういった中で文化連盟でございますと

か、演劇協会でございますとか、音楽連

盟とか、そういったところで限られた予

算の中で文化関係団体が行っていただけ

ることによって最大限の効果を発揮して

いただいているというふうに考えており
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ます。

　それから、スポーツ面におきましても、

市長杯を初め、体育協会等、体育団体が

事業をしていただいておりまして、こう

いう団体があってこその生涯学習の事業

ではないかというふうに考えております。

　今後も、そういうソフトの予算的には

非常に厳しい状況ではございますけれど

も、来年度に向けまして、また一層の努

力をしてまいりたいというふうに考えて

おります。

○大澤千恵子委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　校長の職務に

関わってのご質問にご答弁申し上げます。

　学校教育法によりますと校長の主な職

務は校務をつかさどること。つまり、全

ての学校に関わります管理・監督を校長

が責任を持って行っていく、このように

書かれておるところでございます。全て

の管理・監督と申しましても、校長は一

人でございます。校長が学校中を歩き回っ

て全てのことを把握して対応するという

のは、これは非常に困難でございます。

そんな意味で我々が校長に日ごろ指導し

ておりますことは２点ございます。

　１点は、教頭との連携。教頭を含めて

管理職は２名しかおりません。教頭は校

長を補佐する立場でございます。いかに

学校の課題、あるいは目標等を踏まえて

教頭が校長をフォローするか、教頭の力

量向上というものは欠かせないものであ

ると考えております。

　もう１点につきましては、ご指摘の安

全面等につきましてもそうですし、また

学力向上、不登校、いじめ等の生徒指導

に関わりましても、組織的な体制がやは

り求められております。組織で対応しな

くては課題の発見もおくれます。そこで、

組織の整備。核になる中心人物をいかに

設定して、組織的な対応をしていくか。

これは校長の大きな課題でもあると思い

ます。したがって、管理職の連携と組織

整備、その上で校長が全体を把握してい

くように指導もしておるところでござい

ます。

○大澤千恵子委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　摂津音楽祭に係

ります件にご答弁させていただきます。

　まず、摂津音楽祭の市民参加動員の件

でございますが、こちらの部分に関しま

しては、運営に関しまして市民サポーター

等を呼びかけをさせていただきまして、

一定の定着をしていただき、またご協力

いただいております。

　また、摂津音楽祭の本選、審査時間中、

約１時間ほどございますけれども、その

間、以前は合唱協会の方にコーラスをお

願いしたりしておりました。今は、市内

の小中学生にチャレンジコンサートとい

うことで出演いただいたり、いろんな形

で市民参加をいただいております。

　それから、費用面でございますけれど

も、平成２３年度の歳入でございますけ

れども、この摂津音楽祭、コンクールで

ございますので審査料としてソロ２万５，

０００円、連弾３万円を徴収しておりま

す。歳入の部分は、この審査料のほかに

もございますけれども、２３５万１，８

００円頂戴しておりまして、歳出が６４

８万５，２５３円、４１０万円ほどの差

額ということになり、三十五、六％の歳

入負担をしているというふうに考えてお

ります。

　それから、音楽祭を２６年、２７年開

催していて、いろいろ有名な方がいらっ

しゃるのではないか。その方々に３０周

年の記念事業を云々というお話だったか

と思いますけれども、以前もご答弁させ

ていただいたかと思いますけれども、古

い話で恐縮ですが、平成１３年にモスク
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ワで行われました大阪オリンピック誘致

ＰＲのプレゼンターとして、うちの金賞

を受賞された梁美沙さんが演奏されてお

りますし、昨年、平成２０年の奨励賞を

受けられた方がフランスのフォーレ国際

ピアノコンクールで日本人初の優勝をさ

れたということで、必ずそれぞれの方が

超一流の音楽家になるということではな

いと思いますし、音楽の世界は結構厳し

いように聞いておりますので、世界的、

国際的なコンクールで優勝して、即、安

泰かというようなそういう世界ではござ

いませんので、コンクールで優勝しまし

ても有名になるというのも難しいかと思

います。ただ、２６年、２７年やってき

ておりますので、それぞれ実力を持って、

それぞれの分野でご活躍されております。

委員おっしゃいましたように３０回の記

念事業ということも今から準備をしよう

ということで、去年ぐらいから何かいい

案はないかということで、事業受託して

いただいております施設管理公社とも今

調整中でございます。

○大澤千恵子委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　まず、英語でござ

いますが、五、六年生では現在、英語活

動ということで年間３５時間、３５回の

英語活動の授業を行っております。担任

が中心となりまして、私どもで派遣して

おりますＡＬＴも有効活用して、コミュ

ニケーション能力の素地を図ることを目

的として取り組んでおります。

　また、中学校でも３年間英語科の授業

の中で、ＡＬＴを派遣しまして、コミュ

ニケーション能力の育成を図っていると

ころでございます。ただ、委員ご指摘の

とおり、なかなか習った英語がコミュニ

ケーションの道具として使いこなせてな

いのではないかなと。６年生までに片言

の英語で会話できるようにと、これはま

さに平成２３年度から大阪府の指定を受

けて研究を推進しております「使える英

語プロジェクト事業」、これの目標が中

学３年生、義務教育修了段階で片言の英

語だけじゃなく、自分の考えとか意見で

すね、これを英語でしゃべることができ

る力を育成すると。先生が話した英語を

オウム返しにするのではなく、発音のま

ねをするだけではなく、授業の中で英語

のキャッチボールが、英語でキャッチボー

ルができると。そうしたところを目標で

取り組んでおります。

　平成２３年度は、第一中学校、味舌小

学校、摂津小学校が府下５０中学校区の

一つのモデル校として取り組み、年度末

に行いました効果検証としての英語能力

判定テスト、これでは府の目標７０％を

超え、第一中学校では８０％を超えてお

ります。今年度は２年目に当たりまして、

５年生から中学３年生まで対象として引

き続き取り組んでおりますが、来年３年

目の終了までには府全体で、これら指定

を受けた５０中学校区の取り組みを育成

プログラムとしてまとめまして、府内の

全小中学校への普及を図っていくという

ところでございますので、私どももモデ

ル校区の取り組みの中で、ほかの中学校

区も参加要請をしながら、全市的なもの

として取り組んでおりますが、事業の終

了時点では、この育成プログラム、これ

を活用して全市的なものにしていきたい

と考えております。ただ、現時点で、市

単独の英語に関わるコンクールでありま

すとか、コンテストはまだ考えておりま

せんので、この指定プロジェクト事業の

成果とともに協議を始めたいなとは考え

ております。

　２点目、日本古来の伝統的な文楽とか

演劇とか、そうした伝統芸能を鑑賞する

ような時間はないのかといったご質問で
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ございますが、年間を通しまして、例え

ば大阪府の府民文化部都市魅力創造局文

化課から府教委を通じた「次代を担う子

どもの文化芸術体験事業」でございます

とか、大阪府、それから府教委、大阪市

教委、堺市教委の中から立ち上げたニッ

セイ名作劇場運営実行委員会が主催する

ニッセイ名作劇場への観劇の招待であり

ますとか、こうしたものは小学校を中心

に各校で利用しておるところでございま

す。また、年間を通しますと、ほぼ全て

の学校が文化に触れるということで、年

によって違うんですけれども、音楽会、

音楽鑑賞であったり、演劇の鑑賞であっ

たり、そうしたものを順番に回しながら、

全校で参加しているところでございます。

　最後に、中学校卒業の就職生徒の実態

でございますが、平成２３年度の調査で

は、これは６月の時点でございますけれ

ども、平成２３年度末の卒業生のうち、

男子が１名、女子が２名就職しておりま

す。それから、この６月の時点で、平成

２３年度末、進路未定者が男子が４名、

女子が１名ございました。ほかの進学を

した生徒もそうでございますが、その後

の状況ですね、進学先で続いているのか、

頑張っているのか、中退してしまったの

か、こうした調査はこれも個人情報のこ

ともございますので、かつてのような追

跡調査は行っておりません。どうしても

その卒業させた担任が中心となったレベ

ルでのその後の様子の把握ということに

なります。ときには、把握し切れていな

い生徒もおりますが、特に就職、それか

ら未定者ですね、これについては定期的

に連絡をとって、どのような状況である

か、また担任を中心に把握に努めている

ところでございます。

○大澤千恵子委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　お尋ねするのが漠然と

したこともあり、抽象的なこともありま

すので、本来ならこの一つ一つ、ひざを

つき合わせて説明を聞いて、私らの考え

も述べていったらいいんですが、今回、

まず冒頭に言いましたのは、我々が予算

を立てて、決算で考えるときには執行率

というのは大きな役割を果たすと思うん

です。先ほど言うたように、努力して不

用額を出している部分と、いろいろな事

情があって思うようにできなかった分と

あると思うんです。きょうここで私が申

し上げるのは、一度これを総点検してい

ただいて、これは予算で組んだけれども、

まずかったなあとかいうようなことを個々

の中で十分精査していただきたいという

ことで、そういう中から出てくる平成２

４年度、２５年度の予算と、それから決

算のところでの整合性というのは見せて

いただきたいと思うわけでございますの

で、これはあくまでも要望としてお願い

をしておきたいと思います。

　それから、英語教育のことですけれど

も、聞かせていただくとかなり英語につ

いても生きた教育というか、実践という

ようなことで進んでいると、僕が知らな

いだけで十分進んでいるということも理

解できます。私は、一つはやっぱり何か

競い合うということがなかったら、なか

なかその場限りになってしまうんじゃな

いかというようなことから、少なくとも

この６年間、小学校で学んだ英会話なり

文法なりいろいろ合わせて、その人の能

力を自分で判断できるような、やっぱり

コンテストなども独自で企画していく必

要があるんではないのかなということを

感じましたので、提案させていただきま

した。それは、できれば幸いですけれど

も、それを使わなくても大阪府なり、ほ

かの団体でやっていることに乗せて、十

分子どものそういう英語教育の発達とい
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うんですか、そういうものが見きわめら

れるということであれば、私はあえてコ

ンテストをしなかったらけしからんとか

何とかいうものでもありませんので、そ

れはひとつやっぱり、せっかくこれだけ

これからグローバル世界に羽ばたく日本

の若人として、どこの国へ行っても片言

ぐらいの英語でしゃべれて、十分な意思

疎通ができるということぐらいの基礎教

育はやっぱり義務教育の間に進めていた

だきたいなというのが私らの持っている

念願でございますので、ひとつこれもよ

ろしくお願いしておきます。

　それから、音楽祭のことです。これは

本当、私は物をはかりにかけて摂津音楽

祭が全国的に波及して、摂津が音楽の登

竜門だと言われることでたくさんの人が

応募をされてくるということは、なかな

かはかりにくいですけれども、この２７

年間の効果というのは大きいと思うんで

す。だから、今モスクワだとかいろいろ

なところで賞をとられたり、一線で活躍

されたりする方も出てきておられるので

はないかと思うので、もし３０周年をや

るとするならば、そのときにその人たち

の活躍を紹介するとか、いろいろなこと

もしてもらう。それとあわせて、午前中

に渡辺委員からもおっしゃっていました

けれども、この機に企業などのご協力も

得て、３０周年記念を何とか盛り上げた

いということで大きくやっぱり取り上げ

て、企業なんかにも呼びかけていくとい

うようなこともあえてやろうと思えば、

まだ３年ほどありますから、できると思

うんですよ。ひとつそれはやっぱりやっ

ていただいて、そして３０周年というも

のを一つのめどにして、またこれから継

続していくのか、また次のものへ飛躍し

ていくのかということはやっぱり我々が

考えていかないかんことではあろうと思

うんですが、せっかく２７年間続いてき

たこの音楽祭ですから、ぜひ私は３０周

年を成功させるように、そのためには企

業の協力も得てやっていただけるように、

これはもう午前中の渡辺委員の意見に何

か便乗して言うているようですけれども、

私も昔からそう思っておりましたので、

よろしくお願いをいたします。

　それから、ゆとり教育ということで、

私は歌舞伎だとか、それから文楽だとか、

古典ですね。幸いにして、今度は第６集

会所も文化財の位置づけをしていただい

て、改修していただいて、あそこで何ら

かのやっぱりイベントができるようになっ

てきたと思うんです。私は、去年、おと

としですけれども、渡辺委員とあそこに

大衆演劇の劇団が来れるような劇場とし

てオープンできないかということで、一

度調査させていただいて見させていただ

いたんですが、劇団員の数からいって、

楽屋をつくらないかん、それから宿泊す

るところも要る、駐車場も要る、いろい

ろなことを含めたときに今の施設をちょっ

と手直したぐらいではどうにもいかんだ

ろう。しかし、１００年近い歴史を持つ、

やっぱり文化の殿堂のような場所ですし、

多くの人が「いい小屋ですね」と言うて

評価していただいている部分もあります

ので、私はこういうところででも、古典

の何か演劇なり、そういうものが演じら

れるように、そしてそこへ子どもさんの

やっぱりその見学なども含めた、そうい

うプログラムが組めるように、ぜひして

もらったら。特に文楽については、私も

前々から考えていたんですが、せっかく

摂津には文化ホールがあるんですね。こ

こは約５００人ぐらい入れるんですけれ

ども、多くの皆さんの評価は舞台が非常

にいいということなんです。５００人の

観客席にとっては舞台が非常にいいんで
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す。よそよりもいいという評価を私らい

ただいているんです。だから、あの舞台

を使って、例えば文楽協会と交渉してい

ただいて学生さんに午前と午後の２回ぐ

らいの公演を皆さんに親しんでいただく

というようなことも積極的に取り組めば、

協会のほうだって、橋下大阪市長からい

ろいろと言われて、補助金カットだと言

われてはるぐらいですけれども、この間

大阪のどこか駅前かどこかのところで人

形浄瑠璃をやられたというふうにも聞い

ていますから、そういうことで、やる気

ならそういうところで鑑賞会などもでき

ると思うんですよ。必ずしなはれという

ことにはならんと思いますけれども、そ

ういうことも含めてやっぱり今あるもの

をいかに上手に利用する、使っていく、

そして子どもに知らせていくということ

は十分大事なことだと思うんです。

　ちょっと話は別になりますけれども、

ワッハ上方がありますね。あそこももう

潰すと言うてますね。ああいう大事な殿

堂を潰すというのはなぜだというと、やっ

ぱり観客数が少ないからなんです。これ

を学校で、高学年になったら１年に１回

とか２年に１回、そういう鑑賞をすると

いう社会見学の場としてワッハ上方なん

かを上手にお使いになったら、十分その

人数的には各大阪府下の学校が、それに

賛同していけば成り立つ話なんです。よ

う使いこなせていないというのもあるん

ですよね。そういうことも含めて、やっ

ぱり有効な施設を上手に使うためには、

やっぱり向こうから来てくれなかったら、

こちら側から行くとか、何とかしてやっ

ぱりそれを有効に使っていくような創意

工夫というのも考えていただきたいなと

いうことで述べましたので、これも要望

です。ひとつそういう考えを含めてお取

り組みをいただきたいと思います。

　最後になりますけれども、この不登校

の問題と卒業されてからの就職の問題、

そしてその卒業された方々の問題、今数

を聞かせていただいたら、摂津の義務教

育を終えていかれる中で、働いたりいろ

いろされる方の数が本当に少ないという

ことで、安心というのか、そういう感じ

は受けましたけれども、しかし、この方々

が将来一生、やっぱり生きていかなあか

んわけですから、その人たちが一生生き

る道しるべとして送り出した担任の先生

なり、また生活指導の先生がやっぱりい

つでもこっちに戻ってきて相談に乗るか

らなと、だから君は不登校で学校も十分

来れなかったけれども、それで一生が台

なしになることはないんやと、やり方一

つによったら、やっぱりもっともっと社

会でどんどん伸びていけるんやと、だか

らそういう強い人間になって、この険し

い社会を何とか生き抜いてほしいと、こ

れぐらいのことを言うて、その子たちが

やっぱり新しい人生を築いて、ときには、

その子たちを招いて、どうして自分が立

ち直ったのか、どうしてまたわからない

ところを勉強したのか、社会に出てから

勉強をしたのか、そういうことの報告な

どももらいながら、一つの教育というか、

子どもを育てていくというようなことを

ひとつ考えていただきたいということで

提案していますので、これもお答えくだ

さいなんて言うたって、答えられる問題

ではないと思います。私の考えも少し入っ

ておりますけれども、何とか今持ってい

る大事な問題でございますので、そのよ

うなことをひとつ取り組んでいただきた

いということをお願いして、私の質問は

終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。

○大澤千恵子委員長　柴田委員の質問は

終わりました。
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　ほかよろしいでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　以上で、質疑を終

わります。

　暫時休憩します。

（午後３時１５分　休憩）

（午後３時１７分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　討論なしと認め、

採決します。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　賛成多数。

　よって本件は認定すべきものと決定し

ました。

　これで本委員会を閉会します。

（午後３時１８分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 大 澤 千 恵 子

文教常任委員  渡 辺 慎 吾
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